
○
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
号 

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
十
五
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、

労
働
安
全
衛
生
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
六
年
四
月
三
十
日 

厚
生
労
働
大
臣 

武
見 

敬
三 

 
 

 

労
働
安
全
衛
生
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

（
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

（
人
員
の
確
認
） 

（
人
員
の
確
認
） 

第
二
十
四
条
の
六 

事
業
者
は
、
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
各
号
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
時
ま
で
に
、
ず
い
道
等
（
ず
い
道
及
び
た
て
坑
以

外
の
坑
（
採
石
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号
）
第
二
条
に
規

定
す
る
岩
石
の
採
取
の
た
め
の
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
内
部
又
は
高
圧
室
内
（
潜
か
ん
工
法
そ
の
他
の
圧
気
工
法
に
よ
る
作
業
を

行
う
た
め
の
大
気
圧
を
超
え
る
気
圧
下
の
作
業
室
又
は
シ
ャ
フ
ト
の
内
部
を

い
う
。
）
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
の
人
数
及
び
氏
名
を
常
時
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
十
四
条
の
六 

事
業
者
は
、
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
各
号
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
時
ま
で
に
、
ず
い
道
等
（
ず
い
道
及
び
た
て
坑
以

外
の
坑
（
採
石
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号
）
第
二
条
に
規

定
す
る
岩
石
の
採
取
の
た
め
の
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
内
部
又
は
高
圧
室
内
（
潜
か
ん
工
法
そ
の
他
の
圧
気
工
法
に
よ
る
作
業
を

行
う
た
め
の
大
気
圧
を
超
え
る
気
圧
下
の
作
業
室
又
は
シ
ヤ
フ
ト
の
内
部
を

い
う
。
）
に
お
い
て
作
業
を
行
う
労
働
者
の
人
数
及
び
氏
名
を
常
時
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
原
動
機
、
回
転
軸
等
に
よ
る
危
険
の
防
止
） 

（
原
動
機
、
回
転
軸
等
に
よ
る
危
険
の
防
止
） 

第
百
一
条 

（
略
） 

第
百
一
条 

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

５ 

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
踏
切
橋
の
設
備
が
設
け
ら
れ
た
作
業
場
に
お
い

て
作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
踏
切
橋
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

労
働
者
は
、
踏
切
橋
の
設
備
が
あ
る
と
き
は
、
踏
切
橋
を
使
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
立
旋
盤
等
の
テ
ー
ブ
ル
へ
の
搭
乗
の
禁
止
） 

（
立
旋
盤
等
の
テ
ー
ブ
ル
へ
の
と
う
乗
の
禁
止
） 

第
百
十
六
条 

事
業
者
は
、
立
旋
盤
、
プ
レ
ー
ナ
ー
等
を
使
用
す
る
作
業
場
に

お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
を
運
転
中
の
立
旋
盤
、
プ
レ
ー
ナ
ー
等
の
テ
ー

ブ
ル
に
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
テ
ー
ブ
ル
に
乗
つ
た
者
又
は
操
作

盤
に
配
置
さ
れ
た
者
が
、
直
ち
に
機
械
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
百
十
六
条 

事
業
者
は
、
運
転
中
の
立
旋
盤
、
プ
レ
ー
ナ
ー
等
の
テ
ー
ブ
ル

に
は
、
労
働
者
を
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
テ
ー
ブ
ル
に
乗
つ
た
労

働
者
又
は
操
作
盤
に
配
置
さ
れ
た
労
働
者
が
、
直
ち
に
機
械
を
停
止
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

前
項
の
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
場

合
を
除
き
、
運
転
中
の
立
旋
盤
、
プ
レ
ー
ナ
ー
等
の
テ
ー
ブ
ル
に
乗
つ
て
は

な
ら
な
い
。 

２ 
労
働
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
を
除
い
て
、
運
転
中
の
立
旋
盤
、
プ

レ
ー
ナ
ー
等
の
テ
ー
ブ
ル
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

（
立
入
禁
止
） 

（
立
入
禁
止
） 

第
百
二
十
八
条 

事
業
者
は
、
自
動
送
材
車
式
帯
の
こ
盤
を
使
用
す
る
作
業
場

第
百
二
十
八
条 

事
業
者
は
、
自
動
送
材
車
式
帯
の
こ
盤
の
送
材
車
と
歯
と
の



に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が
自
動
送
材
車
式
帯
の
こ
盤
の
送
材
車
と
歯

と
の
間
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表

示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方

法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
箇
所
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す

い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

間
に
労
働
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
見
や
す
い
箇

所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り

立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
た
箇
所
に
立
ち
入
つ
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

労
働
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
た
箇
所
に

立
ち
入
つ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

（
教
示
等
） 

（
教
示
等
） 

第
百
五
十
条
の
三 
事
業
者
は
、
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
可
動
範
囲
内
に
お
い
て

当
該
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
に
つ
い
て
教
示
等
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
産

業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
不
意
の
作
動
に
よ
る
危
険
又
は
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の

誤
操
作
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
第
一
号
及
び
第
二
号
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
産
業
用
ロ
ボ

ッ
ト
の
駆
動
源
を
遮
断
し
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
百
五
十
条
の
三 

事
業
者
は
、
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
可
動
範
囲
内
に
お
い
て

当
該
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
に
つ
い
て
教
示
等
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
産

業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
不
意
の
作
動
に
よ
る
危
険
又
は
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の

誤
操
作
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
第
一
号
及
び
第
二
号
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
産
業
用
ロ
ボ

ツ
ト
の
駆
動
源
を
遮
断
し
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

次
の
事
項
に
つ
い
て
規
程
を
定
め
、
こ
れ
に
よ
り
作
業
を
行
わ
せ
る
こ

と
。 

一 

次
の
事
項
に
つ
い
て
規
程
を
定
め
、
こ
れ
に
よ
り
作
業
を
行
わ
せ
る
こ

と
。 

イ 

産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
操
作
の
方
法
及
び
手
順 

イ 

産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
操
作
の
方
法
及
び
手
順 

ロ
～
ニ 

（
略
） 

ロ
～
ニ 

（
略
） 

ホ 

異
常
時
に
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
運
転
を
停
止
し
た
後
、
こ
れ
を
再
起

動
さ
せ
る
と
き
の
措
置 

ホ 

異
常
時
に
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
運
転
を
停
止
し
た
後
、
こ
れ
を
再
起

動
さ
せ
る
と
き
の
措
置 

ヘ 

そ
の
他
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
不
意
の
作
動
に
よ
る
危
険
又
は
産
業
用

ロ
ボ
ッ
ト
の
誤
操
作
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置 

ヘ 

そ
の
他
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
不
意
の
作
動
に
よ
る
危
険
又
は
産
業
用

ロ
ボ
ツ
ト
の
誤
操
作
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置 

二 

作
業
に
従
事
し
て
い
る
者
又
は
当
該
者
を
監
視
す
る
者
が
異
常
時
に
直

ち
に
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
運
転
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る

た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

二 

作
業
に
従
事
し
て
い
る
労
働
者
又
は
当
該
労
働
者
を
監
視
す
る
者
が
異

常
時
に
直
ち
に
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
運
転
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

三 

作
業
を
行
つ
て
い
る
間
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
起
動
ス
イ
ッ
チ
等
に
作
業

中
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る
等
作
業
に
従
事
し
て
い
る
者
以
外
の
者
が
当
該

起
動
ス
イ
ッ
チ
等
を
操
作
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。 

三 
作
業
を
行
つ
て
い
る
間
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
起
動
ス
イ
ツ
チ
等
に
作
業

中
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る
等
作
業
に
従
事
し
て
い
る
労
働
者
以
外
の
者
が

当
該
起
動
ス
イ
ツ
チ
等
を
操
作
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講

ず
る
こ
と
。 

 
 



（
検
査
等
） 

（
検
査
等
） 

第
百
五
十
条
の
五 

事
業
者
は
、
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
可
動
範
囲
内
に
お
い
て

当
該
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
検
査
、
修
理
、
調
整
（
教
示
等
に
該
当
す
る
も
の

を
除
く
。
）
、
掃
除
若
し
く
は
給
油
又
は
こ
れ
ら
の
結
果
の
確
認
の
作
業
を

行
う
と
き
は
、
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
運
転
を
停
止
す
る
と
と
も
に
、
当

該
作
業
を
行
つ
て
い
る
間
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
起
動
ス
イ
ッ
チ
に
錠
を

か
け
、
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
起
動
ス
イ
ッ
チ
に
作
業
中
で
あ
る
旨
を
表

示
す
る
等
当
該
作
業
に
従
事
し
て
い
る
者
以
外
の
者
が
当
該
起
動
ス
イ
ッ
チ

を
操
作
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
運
転
中
に
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

場
合
に
お
い
て
、
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
不
意
の
作
動
に
よ
る
危
険
又
は

当
該
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
誤
操
作
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
措

置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
百
五
十
条
の
五 

事
業
者
は
、
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
可
動
範
囲
内
に
お
い
て

当
該
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
検
査
、
修
理
、
調
整
（
教
示
等
に
該
当
す
る
も
の

を
除
く
。
）
、
掃
除
若
し
く
は
給
油
又
は
こ
れ
ら
の
結
果
の
確
認
の
作
業
を

行
う
と
き
は
、
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
運
転
を
停
止
す
る
と
と
も
に
、
当

該
作
業
を
行
つ
て
い
る
間
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
起
動
ス
イ
ツ
チ
に
錠
を

か
け
、
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
起
動
ス
イ
ツ
チ
に
作
業
中
で
あ
る
旨
を
表

示
す
る
等
当
該
作
業
に
従
事
し
て
い
る
労
働
者
以
外
の
者
が
当
該
起
動
ス
イ

ツ
チ
を
操
作
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
運
転
中
に
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
不
意
の
作
動
に
よ
る
危
険

又
は
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
誤
操
作
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
次

の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

次
の
事
項
に
つ
い
て
規
程
を
定
め
、
こ
れ
に
よ
り
作
業
を
行
わ
せ
る
こ

と
。 

一 

次
の
事
項
に
つ
い
て
規
程
を
定
め
、
こ
れ
に
よ
り
作
業
を
行
わ
せ
る
こ

と
。 

イ 

産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
操
作
の
方
法
及
び
手
順 

イ 

産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
操
作
の
方
法
及
び
手
順 

ロ
・
ハ 

（
略
） 

ロ
・
ハ 

（
略
） 

ニ 

異
常
時
に
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
運
転
を
停
止
し
た
後
、
こ
れ
を
再
起

動
さ
せ
る
と
き
の
措
置 

ニ 

異
常
時
に
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
運
転
を
停
止
し
た
後
、
こ
れ
を
再
起

動
さ
せ
る
と
き
の
措
置 

ホ 

そ
の
他
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
不
意
の
作
動
に
よ
る
危
険
又
は
産
業
用

ロ
ボ
ッ
ト
の
誤
操
作
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置 

ホ 

そ
の
他
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
不
意
の
作
動
に
よ
る
危
険
又
は
産
業
用

ロ
ボ
ツ
ト
の
誤
操
作
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置 

二 

作
業
に
従
事
し
て
い
る
者
又
は
当
該
者
を
監
視
す
る
者
が
異
常
時
に
直

ち
に
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
運
転
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る

た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

二 

作
業
に
従
事
し
て
い
る
労
働
者
又
は
当
該
労
働
者
を
監
視
す
る
者
が
異

常
時
に
直
ち
に
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
運
転
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

三 

作
業
を
行
つ
て
い
る
間
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
運
転
状
態
を
切
り
替
え
る

た
め
の
ス
イ
ッ
チ
等
に
作
業
中
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る
等
作
業
に
従
事
し

て
い
る
者
以
外
の
者
が
当
該
ス
イ
ッ
チ
等
を
操
作
す
る
こ
と
を
防
止
す
る

た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

三 

作
業
を
行
つ
て
い
る
間
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
運
転
状
態
を
切
り
替
え
る

た
め
の
ス
イ
ツ
チ
等
に
作
業
中
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る
等
作
業
に
従
事
し

て
い
る
労
働
者
以
外
の
者
が
当
該
ス
イ
ツ
チ
等
を
操
作
す
る
こ
と
を
防
止

す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 
 

（
接
触
の
防
止
） 

（
接
触
の
防
止
） 

第
百
五
十
一
条
の
七 

事
業
者
は
、
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
を
用
い
て
作
業

第
百
五
十
一
条
の
七 
事
業
者
は
、
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
を
用
い
て
作
業



を
行
う
と
き
は
、
運
転
中
の
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
又
は
そ
の
荷
に
接
触

す
る
こ
と
に
よ
り
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
当
該
作
業
場
に
お

い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見

や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
誘
導
者
を
配
置
し
、
そ
の
者
に
当
該
車
両
系
荷
役
運
搬

機
械
等
を
誘
導
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

を
行
う
と
き
は
、
運
転
中
の
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
又
は
そ
の
荷
に
接
触

す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
労
働
者

を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
誘
導
者
を
配
置
し
、
そ
の
者
に

当
該
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
を
誘
導
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
 

（
立
入
禁
止
） 

（
立
入
禁
止
） 

第
百
五
十
一
条
の
九 
事
業
者
は
、
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
（
構
造
上
、
フ

ォ
ー
ク
、
シ
ョ
ベ
ル
、
ア
ー
ム
等
が
不
意
に
降
下
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
装

置
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
使
用
す
る
作
業
場
に
お
い
て

作
業
に
従
事
す
る
者
が
そ
の
フ
ォ
ー
ク
、
シ
ョ
ベ
ル
、
ア
ー
ム
等
又
は
こ
れ

ら
に
よ
り
支
持
さ
れ
て
い
る
荷
の
下
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す

る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
修
理
、
点
検
等
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い

て
、
フ
ォ
ー
ク
、
シ
ョ
ベ
ル
、
ア
ー
ム
等
が
不
意
に
降
下
す
る
こ
と
に
よ
る

危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
安
全
支
柱
、
安

全
ブ
ロ
ッ
ク
等
を
使
用
さ
せ
る
と
き
（
当
該
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け

負
わ
せ
る
場
合
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
安
全
支
柱
、
安
全
ブ

ロ
ッ
ク
等
を
使
用
さ
せ
、
か
つ
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
安
全
支
柱
、
安
全

ブ
ロ
ッ
ク
等
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
と
き
）
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。 

第
百
五
十
一
条
の
九 

事
業
者
は
、
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
（
構
造
上
、
フ

オ
ー
ク
、
シ
ヨ
ベ
ル
、
ア
ー
ム
等
が
不
意
に
降
下
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
装

置
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
フ
オ
ー
ク

、
シ
ヨ
ベ
ル
、
ア
ー
ム
等
又
は
こ
れ
ら
に
よ
り
支
持
さ
れ
て
い
る
荷
の
下
に

労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
修
理
、
点
検
等
の
作
業

を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
フ
オ
ー
ク
、
シ
ヨ
ベ
ル
、
ア
ー
ム
等
が
不
意
に
降

下
す
る
こ
と
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者
に
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ
ツ
ク
等
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。 

２ 

前
項
た
だ
し
書
の
作
業
を
行
う
労
働
者
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
安
全
支
柱

、
安
全
ブ
ロ
ッ
ク
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
２ 

前
項
た
だ
し
書
の
作
業
を
行
う
労
働
者
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
安
全
支
柱

、
安
全
ブ
ロ
ツ
ク
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
搭
乗
の
制
限
） 

（
搭
乗
の
制
限
） 

第
百
五
十
一
条
の
十
三 

事
業
者
は
、
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
（
不
整
地
運

搬
車
及
び
貨
物
自
動
車
を
除
く
。
）
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該

作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
を
乗
車
席
以
外
の
箇
所
に
乗
せ
て
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
墜
落
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ

第
百
五
十
一
条
の
十
三 

事
業
者
は
、
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
（
不
整
地
運

搬
車
及
び
貨
物
自
動
車
を
除
く
。
）
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
乗
車

席
以
外
の
箇
所
に
労
働
者
を
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
墜
落
に
よ
る

労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で



た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

な
い
。 

 
 

（
修
理
等
） 

（
修
理
等
） 

第
百
五
十
一
条
の
十
五 

事
業
者
は
、
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
の
修
理
又
は

ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
の
装
着
若
し
く
は
取
外
し
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該

作
業
を
指
揮
す
る
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

第
百
五
十
一
条
の
十
五 

事
業
者
は
、
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
の
修
理
又
は

ア
タ
ツ
チ
メ
ン
ト
の
装
着
若
し
く
は
取
外
し
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該

作
業
を
指
揮
す
る
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

第
百
五
十
一
条
の
九
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
安
全
支
柱
、
安
全

ブ
ロ
ッ
ク
等
の
労
働
者
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。 

二 

第
百
五
十
一
条
の
九
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
安
全
支
柱
、
安
全

ブ
ロ
ツ
ク
等
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。 

 
 

（
昇
降
設
備
） 

（
昇
降
設
備
） 

第
百
五
十
一
条
の
四
十
五 

（
略
） 

第
百
五
十
一
条
の
四
十
五 

（
略
） 

２ 

前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
床
面
と
荷
台
上
の
荷
の
上
面
と
の
間
を

昇
降
す
る
と
き
は
、
同
項
の
昇
降
す
る
た
め
の
設
備
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
床
面
と
荷
台
上
の
荷
の
上
面
と
の

間
を
昇
降
す
る
と
き
は
、
同
項
の
昇
降
す
る
た
め
の
設
備
を
使
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
積
卸
し
） 

（
積
卸
し
） 

第
百
五
十
一
条
の
四
十
八 

（
略
） 

第
百
五
十
一
条
の
四
十
八 

（
略
） 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
（
労
働
者
を
除
く
。

）
が
同
項
の
作
業
を
行
う
箇
所
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨

を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 

 
 

（
荷
台
へ
の
乗
車
制
限
） 
（
荷
台
へ
の
乗
車
制
限
） 

第
百
五
十
一
条
の
五
十 

事
業
者
は
、
荷
台
に
あ
お
り
の
な
い
不
整
地
運
搬
車

を
走
行
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
荷
台
に
作
業
に
従
事
す
る
者
を
乗
車
さ
せ
て

は
な
ら
な
い
。 

第
百
五
十
一
条
の
五
十 

事
業
者
は
、
荷
台
に
あ
お
り
の
な
い
不
整
地
運
搬
車

を
走
行
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
荷
台
に
労
働
者
を
乗
車
さ
せ
て
は
な
ら
な
い

。 

２ 

作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
同
項
の
荷
台
に
乗
車
し

て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

労
働
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
同
項
の
荷
台
に
乗
車
し
て
は
な
ら
な

い
。 

 
 



第
百
五
十
一
条
の
五
十
一 

（
略
） 

第
百
五
十
一
条
の
五
十
一 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

事
業
者
は
、
荷
台
に
あ
お
り
の
あ
る
不
整
地
運
搬
車
を
走
行
さ
せ
る
場
合

に
お
い
て
、
作
業
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
第

百
五
十
一
条
の
七
十
三
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
当

該
荷
台
に
乗
車
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
者
を
あ
お
り
そ
の

他
不
整
地
運
搬
車
の
動
揺
に
よ
り
墜
落
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
乗
せ
て

は
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 

４ 

事
業
者
は
、
前
項
の
場
合
に
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
者
の
身
体
の
最

高
部
が
運
転
者
席
の
屋
根
の
高
さ
（
荷
台
上
の
荷
の
最
高
部
が
運
転
者
席
の

屋
根
の
高
さ
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
荷
の
最
高
部
。
第
六
項
並
び
に
第
百

五
十
一
条
の
七
十
三
第
四
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
て
乗

せ
て
は
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 

５ 

作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
第
三
項
の
場
合
に
は
、
あ
お
り
そ
の
他
不
整
地

運
搬
車
の
動
揺
に
よ
り
墜
落
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
乗
つ
て
は
な
ら
な

い
。 

（
新
設
） 

６ 

作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
第
三
項
の
場
合
に
は
、
身
体
の
最
高
部
が
運
転

者
席
の
屋
根
の
高
さ
を
超
え
て
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 

 
 

（
積
卸
し
） 

（
積
卸
し
） 

第
百
五
十
一
条
の
六
十
二 

（
略
） 

第
百
五
十
一
条
の
六
十
二 

（
略
） 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
（
労
働
者
を
除
く
。

）
が
同
項
の
作
業
を
行
う
箇
所
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨

を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 

 
 

（
昇
降
設
備
） 

（
昇
降
設
備
） 

第
百
五
十
一
条
の
六
十
七 

（
略
） 

第
百
五
十
一
条
の
六
十
七 

（
略
） 

２ 

前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
床
面
と
荷
台
と
の
間
及
び
床
面
と
荷
台

上
の
荷
の
上
面
と
の
間
を
昇
降
す
る
と
き
は
、
同
項
の
昇
降
す
る
た
め
の
設

備
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
床
面
と
荷
台
と
の
間
及
び
床
面
と

荷
台
上
の
荷
の
上
面
と
の
間
を
昇
降
す
る
と
き
は
、
同
項
の
昇
降
す
る
た
め

の
設
備
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 
 

（
積
卸
し
） 

（
積
卸
し
） 

第
百
五
十
一
条
の
七
十 

（
略
） 

第
百
五
十
一
条
の
七
十 

（
略
） 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
（
労
働
者
を
除
く
。

）
が
同
項
の
作
業
を
行
う
箇
所
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨

を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 

 
 

（
荷
台
へ
の
乗
車
制
限
） 

（
荷
台
へ
の
乗
車
制
限
） 

第
百
五
十
一
条
の
七
十
二 

事
業
者
は
、
荷
台
に
あ
お
り
の
な
い
貨
物
自
動
車

を
走
行
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
荷
台
に
作
業
に
従
事
す
る
者
を
乗
車
さ
せ
て

は
な
ら
な
い
。 

第
百
五
十
一
条
の
七
十
二 

事
業
者
は
、
荷
台
に
あ
お
り
の
な
い
貨
物
自
動
車

を
走
行
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
荷
台
に
労
働
者
を
乗
車
さ
せ
て
は
な
ら
な
い

。 

２ 

作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
同
項
の
荷
台
に
乗
車
し

て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

労
働
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
同
項
の
荷
台
に
乗
車
し
て
は
な
ら
な

い
。 

 
 

第
百
五
十
一
条
の
七
十
三 

（
略
） 

第
百
五
十
一
条
の
七
十
三 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

事
業
者
は
、
荷
台
に
あ
お
り
の
あ
る
貨
物
自
動
車
を
走
行
さ
せ
る
場
合
に

お
い
て
、
作
業
に
従
事
す
る
者
を
当
該
荷
台
に
乗
車
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該

作
業
に
従
事
す
る
者
を
あ
お
り
そ
の
他
貨
物
自
動
車
の
動
揺
に
よ
り
墜
落
す

る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 

４ 

事
業
者
は
、
前
項
の
場
合
に
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
者
の
身
体
の
最

高
部
が
運
転
者
席
の
屋
根
の
高
さ
を
超
え
て
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 

５ 

作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
第
三
項
の
場
合
に
は
、
あ
お
り
そ
の
他
貨
物
自

動
車
の
動
揺
に
よ
り
墜
落
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い

。 

（
新
設
） 

６ 

作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
第
三
項
の
場
合
に
は
、
身
体
の
最
高
部
が
運
転

者
席
の
屋
根
の
高
さ
を
超
え
て
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 

 
 

（
搭
乗
の
制
限
） 

（
搭
乗
の
制
限
） 

第
百
五
十
一
条
の
八
十
一 

事
業
者
は
、
コ
ン
ベ
ヤ
ー
を
使
用
す
る
作
業
場
に

第
百
五
十
一
条
の
八
十
一 

事
業
者
は
、
運
転
中
の
コ
ン
ベ
ヤ
ー
に
労
働
者
を



お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
を
運
転
中
の
コ
ン
ベ
ヤ
ー
に
乗
せ
て
は
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
作
業
に
従
事
す
る
者
を
運
搬
す
る
構
造
の
コ
ン
ベ
ヤ
ー
に
つ

い
て
、
墜
落
、
接
触
等
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
労
働
者
を
運
搬
す
る
構
造
の
コ
ン
ベ
ヤ
ー

に
つ
い
て
、
墜
落
、
接
触
等
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措

置
を
講
じ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 
前
項
の
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
場

合
を
除
き
、
運
転
中
の
コ
ン
ベ
ヤ
ー
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

労
働
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
を
除
き
、
運
転
中
の
コ
ン
ベ
ヤ
ー
に

乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

（
接
触
の
防
止
） 

（
接
触
の
防
止
） 

第
百
五
十
一
条
の
九
十
五 

事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作

業
を
行
う
と
き
は
、
運
転
中
の
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
又
は
取
り
扱
う
原
木

等
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
当
該
作

業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す

る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
百
五
十
一
条
の
九
十
五 

事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作

業
を
行
う
と
き
は
、
運
転
中
の
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
又
は
取
り
扱
う
原
木

等
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所

に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

（
立
入
禁
止
） 

（
立
入
禁
止
） 

第
百
五
十
一
条
の
九
十
六 

事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作

業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が
物
体
の

飛
来
等
に
よ
り
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
（
当
該
作
業
を
行
つ
て

い
る
場
所
の
下
方
で
、
原
木
等
が
転
落
し
、
又
は
滑
る
こ
と
に
よ
る
危
険
を

生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
を
含
む
。
）
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁

止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
百
五
十
一
条
の
九
十
六 

事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作

業
を
行
う
と
き
は
、
物
体
の
飛
来
等
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ

れ
の
あ
る
箇
所
（
当
該
作
業
を
行
つ
て
い
る
場
所
の
下
方
で
、
原
木
等
が
転

落
し
、
又
は
滑
る
こ
と
に
よ
る
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
を
含
む

。
）
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

第
百
五
十
一
条
の
九
十
七 

事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
（
構
造
上
、

ブ
ー
ム
、
ア
ー
ム
等
が
不
意
に
降
下
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
装
置
が
組
み
込

ま
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
使
用
す
る
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事

す
る
者
が
そ
の
ブ
ー
ム
、
ア
ー
ム
等
又
は
こ
れ
ら
に
よ
り
支
持
さ
れ
て
い
る

原
木
等
の
下
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所

に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
修
理
、
点
検
等
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
ブ
ー
ム
、
ア
ー
ム

第
百
五
十
一
条
の
九
十
七 

事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
（
構
造
上
、

ブ
ー
ム
、
ア
ー
ム
等
が
不
意
に
降
下
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
装
置
が
組
み
込

ま
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ブ
ー
ム
、
ア
ー
ム
等
又

は
こ
れ
ら
に
よ
り
支
持
さ
れ
て
い
る
原
木
等
の
下
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ

て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
修
理
、
点
検
等
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て

、
ブ
ー
ム
、
ア
ー
ム
等
が
不
意
に
降
下
す
る
こ
と
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を

防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ



等
が
不
意
に
降
下
す
る
こ
と
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に

従
事
す
る
労
働
者
に
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ
ッ
ク
等
を
使
用
さ
せ
る
と
き
（

当
該
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
は
、
当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者
に
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ
ッ
ク
等
を
使
用
さ
せ
、
か
つ
、
当
該

請
負
人
に
対
し
、
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ
ッ
ク
等
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る

旨
を
周
知
さ
せ
る
と
き
）
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

ツ
ク
等
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

前
項
た
だ
し
書
の
作
業
を
行
う
労
働
者
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
安
全
支
柱

、
安
全
ブ
ロ
ッ
ク
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
た
だ
し
書
の
作
業
を
行
う
労
働
者
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
安
全
支
柱

、
安
全
ブ
ロ
ツ
ク
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
搭
乗
の
制
限
） 

（
搭
乗
の
制
限
） 

第
百
五
十
一
条
の
百
一 
事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作
業

を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
を
乗
車
席
又

は
荷
台
以
外
の
箇
所
に
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
墜
落
に
よ
る
危
険

を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
百
五
十
一
条
の
百
一 

事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作
業

を
行
う
と
き
は
、
乗
車
席
又
は
荷
台
以
外
の
箇
所
に
労
働
者
を
乗
せ
て
は
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
墜
落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

（
修
理
等
） 

（
修
理
等
） 

第
百
五
十
一
条
の
百
四 

事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
修
理
又
は
ア

タ
ッ
チ
メ
ン
ト
の
装
着
若
し
く
は
取
り
外
し
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該

作
業
を
指
揮
す
る
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

第
百
五
十
一
条
の
百
四 

事
業
者
は
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
修
理
又
は
ア

タ
ツ
チ
メ
ン
ト
の
装
着
若
し
く
は
取
り
外
し
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該

作
業
を
指
揮
す
る
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

第
百
五
十
一
条
の
九
十
七
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
安
全
支
柱
、

安
全
ブ
ロ
ッ
ク
等
の
労
働
者
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。 

二 

第
百
五
十
一
条
の
九
十
七
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
安
全
支
柱
、

安
全
ブ
ロ
ツ
ク
等
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。 

 
 

（
作
業
装
置
の
運
転
の
た
め
の
運
転
位
置
へ
の
搭
乗
の
制
限
） 
（
作
業
装
置
の
運
転
の
た
め
の
運
転
位
置
へ
の
搭
乗
の
制
限
） 

第
百
五
十
一
条
の
百
五 

事
業
者
は
、
走
行
の
た
め
の
運
転
位
置
と
作
業
装
置

の
運
転
の
た
め
の
運
転
位
置
が
異
な
る
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
走
行
さ
せ

る
と
き
は
、
当
該
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
作
業
装
置
の
運
転
の
た
め
の
運

転
位
置
に
作
業
に
従
事
す
る
者
を
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

第
百
五
十
一
条
の
百
五 

事
業
者
は
、
走
行
の
た
め
の
運
転
位
置
と
作
業
装
置

の
運
転
の
た
め
の
運
転
位
置
が
異
な
る
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
走
行
さ
せ

る
と
き
は
、
当
該
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
作
業
装
置
の
運
転
の
た
め
の
運

転
位
置
に
労
働
者
を
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
同
項
の
車
両
系
木
材
伐

出
機
械
の
作
業
装
置
の
運
転
の
た
め
の
運
転
位
置
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

労
働
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
同
項
の
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
作

業
装
置
の
運
転
の
た
め
の
運
転
位
置
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。 



 
 

（
悪
天
候
時
の
作
業
禁
止
） 

（
悪
天
候
時
の
作
業
禁
止
） 

第
百
五
十
一
条
の
百
六 

事
業
者
は
、
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た

め
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
る
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危
険
が
予
想

さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
を
行
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

第
百
五
十
一
条
の
百
六 

事
業
者
は
、
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た

め
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
る
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危
険
が
予
想

さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

（
荷
台
へ
の
乗
車
制
限
） 

（
荷
台
へ
の
乗
車
制
限
） 

第
百
五
十
一
条
の
百
十
九 

事
業
者
は
、
荷
台
を
有
す
る
走
行
集
材
機
械
を
走

行
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
走
行
集
材
機
械
の
荷
台
に
作
業
に
従
事
す
る
者
を

乗
車
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

第
百
五
十
一
条
の
百
十
九 

事
業
者
は
、
荷
台
を
有
す
る
走
行
集
材
機
械
を
走

行
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
走
行
集
材
機
械
の
荷
台
に
労
働
者
を
乗
車
さ
せ
て

は
な
ら
な
い
。 

２ 

作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
同
項
の
荷
台
に
乗
車
し

て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

労
働
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
同
項
の
荷
台
に
乗
車
し
て
は
な
ら
な

い
。 

 
 

（
接
触
の
防
止
） 

（
接
触
の
防
止
） 

第
百
五
十
一
条
の
百
四
十 

事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
を
機
械
集
材
装
置
の

集
材
機
と
し
て
用
い
て
集
材
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
運
転
中
の
架
線
集
材

機
械
又
は
取
り
扱
う
原
木
等
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
危
険
が
生
ず
る
お
そ

れ
の
あ
る
箇
所
に
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が
立
ち
入
る

こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他

の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
百
五
十
一
条
の
百
四
十 

事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
を
機
械
集
材
装
置
の

集
材
機
と
し
て
用
い
て
集
材
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
運
転
中
の
架
線
集
材

機
械
又
は
取
り
扱
う
原
木
等
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生

ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

（
立
入
禁
止
） 

（
立
入
禁
止
） 

第
百
五
十
一
条
の
百
四
十
二 

事
業
者
は
、
林
業
架
線
作
業
を
行
う
と
き
は
、

当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が
次
の
箇
所
に
立
ち
入
る
こ
と

に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方

法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
百
五
十
一
条
の
百
四
十
二 

事
業
者
は
、
林
業
架
線
作
業
を
行
う
と
き
は
、

次
の
箇
所
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

一 

主
索
の
下
で
、
原
木
等
が
落
下
し
、
又
は
降
下
す
る
こ
と
に
よ
り
危
険

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ 

一 
主
索
の
下
で
、
原
木
等
が
落
下
し
、
又
は
降
下
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働

者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ 

二 

原
木
等
を
荷
掛
け
し
、
又
は
集
材
し
て
い
る
場
所
の
下
方
で
、
原
木
等

が
転
落
し
、
又
は
滑
る
こ
と
に
よ
り
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ

ろ 

二 

原
木
等
を
荷
掛
け
し
、
又
は
集
材
し
て
い
る
場
所
の
下
方
で
、
原
木
等

が
転
落
し
、
又
は
滑
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の

あ
る
と
こ
ろ 



三 

作
業
索
の
内
角
側
で
、
索
又
は
ガ
イ
ド
ブ
ロ
ッ
ク
等
が
反
発
し
、
又
は

飛
来
す
る
こ
と
に
よ
り
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ 

三 

作
業
索
の
内
角
側
で
、
索
又
は
ガ
イ
ド
ブ
ロ
ツ
ク
等
が
反
発
し
、
又
は

飛
来
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ 

 
 

（
搭
乗
の
制
限
） 

（
搭
乗
の
制
限
） 

第
百
五
十
一
条
の
百
四
十
四 

事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
又
は
運
材
索
道
を

使
用
す
る
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
を
、
機
械
集
材
装
置
又
は

運
材
索
道
の
搬
器
、
つ
り
荷
、
重
錘
等
の
物
で
、
つ
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
も

の
に
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
搬
器
、
索
等
の
器
材
の
点
検
、
補
修

等
臨
時
の
作
業
を
行
う
場
合
で
、
墜
落
に
よ
る
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な

い
措
置
を
講
ず
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
百
五
十
一
条
の
百
四
十
四 

事
業
者
は
、
機
械
集
材
装
置
又
は
運
材
索
道
の

搬
器
、
つ
り
荷
、
重
錘
等
の
物
で
、
つ
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
、
労
働

者
を
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
搬
器
、
索
等
の
器
材
の
点
検
、
補
修

等
臨
時
の
作
業
を
行
う
場
合
で
、
墜
落
に
よ
る
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な

い
措
置
を
講
ず
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
を
機
械
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
て

集
材
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者

を
乗
車
席
以
外
の
箇
所
に
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
を
機
械
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
て

集
材
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
乗
車
席
以
外
の
箇
所
に
労
働
者
を
乗
せ
て
は

な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
同
項
た
だ
し
書
の

場
合
を
除
き
、
同
項
の
つ
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
物
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。 

３ 

労
働
者
は
、
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
を
除
き
、
同
項
の
つ
り
下
げ
ら
れ

て
い
る
物
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

（
悪
天
候
時
の
作
業
禁
止
） 

（
悪
天
候
時
の
作
業
禁
止
） 

第
百
五
十
一
条
の
百
四
十
五 

事
業
者
は
、
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候

の
た
め
、
林
業
架
線
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危
険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、

当
該
作
業
を
行
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

第
百
五
十
一
条
の
百
四
十
五 

事
業
者
は
、
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候

の
た
め
、
林
業
架
線
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危
険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、

当
該
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

（
接
触
の
防
止
） 

（
接
触
の
防
止
） 

第
百
五
十
一
条
の
百
六
十
四 

事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
を
簡
易
架
線
集
材

装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
て
集
材
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
運
転
中
の
架

線
集
材
機
械
又
は
取
り
扱
う
原
木
等
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
危
険
が
生
ず

る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が
立

ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
百
五
十
一
条
の
百
六
十
四 

事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
を
簡
易
架
線
集
材

装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
て
集
材
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
運
転
中
の
架

線
集
材
機
械
又
は
取
り
扱
う
原
木
等
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危

険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い

。 

 
 

（
立
入
禁
止
） 

（
立
入
禁
止
） 

第
百
五
十
一
条
の
百
六
十
六 

事
業
者
は
、
簡
易
林
業
架
線
作
業
を
行
う
と
き

第
百
五
十
一
条
の
百
六
十
六 

事
業
者
は
、
簡
易
林
業
架
線
作
業
を
行
う
と
き



は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が
次
の
箇
所
に
立
ち
入
る

こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他

の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

は
、
次
の
箇
所
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

一 

原
木
等
を
荷
掛
け
し
、
又
は
集
材
し
て
い
る
場
所
の
下
方
で
、
原
木
等

が
転
落
し
、
又
は
滑
る
こ
と
に
よ
り
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ

ろ 

一 

原
木
等
を
荷
掛
け
し
、
又
は
集
材
し
て
い
る
場
所
の
下
方
で
、
原
木
等

が
転
落
し
、
又
は
滑
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の

あ
る
と
こ
ろ 

二 

作
業
索
の
内
角
側
で
、
索
又
は
ガ
イ
ド
ブ
ロ
ッ
ク
等
が
反
発
し
、
又
は

飛
来
す
る
こ
と
に
よ
り
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ 

二 

作
業
索
の
内
角
側
で
、
索
又
は
ガ
イ
ド
ブ
ロ
ツ
ク
等
が
反
発
し
、
又
は

飛
来
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ 

 
 

（
搭
乗
の
制
限
） 

（
搭
乗
の
制
限
） 

第
百
五
十
一
条
の
百
六
十
八 

事
業
者
は
、
簡
易
架
線
集
材
装
置
を
使
用
す
る

作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
を
、
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
搬
器
、

つ
り
荷
等
の
物
で
、
つ
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

第
百
五
十
一
条
の
百
六
十
八 

事
業
者
は
、
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
搬
器
、
つ

り
荷
等
の
物
で
、
つ
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
、
労
働
者
を
乗
せ
て
は
な

ら
な
い
。 

２ 

事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
を
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用

い
て
集
材
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す

る
者
を
乗
車
席
以
外
の
箇
所
に
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

事
業
者
は
、
架
線
集
材
機
械
を
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用

い
て
集
材
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
乗
車
席
以
外
の
箇
所
に
労
働
者
を
乗
せ

て
は
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
同
項
の
つ
り
下
げ

ら
れ
て
い
る
物
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。 

３ 

労
働
者
は
、
第
一
項
の
つ
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
物
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い

。 

 
 

（
悪
天
候
時
の
作
業
禁
止
） 

（
悪
天
候
時
の
作
業
禁
止
） 

第
百
五
十
一
条
の
百
七
十 

事
業
者
は
、
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の

た
め
、
簡
易
林
業
架
線
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危
険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は

、
当
該
作
業
を
行
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

第
百
五
十
一
条
の
百
七
十 

事
業
者
は
、
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の

た
め
、
簡
易
林
業
架
線
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危
険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は

、
当
該
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

（
接
触
の
防
止
） 
（
接
触
の
防
止
） 

第
百
五
十
八
条 

事
業
者
は
、
車
両
系
建
設
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き

は
、
運
転
中
の
車
両
系
建
設
機
械
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
危
険
が
生
ず
る

お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が
立
ち

入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ

の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
誘
導
者
を
配

置
し
、
そ
の
者
に
当
該
車
両
系
建
設
機
械
を
誘
導
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限

第
百
五
十
八
条 

事
業
者
は
、
車
両
系
建
設
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
な
う
と

き
は
、
運
転
中
の
車
両
系
建
設
機
械
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危

険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
、
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
誘
導
者
を
配
置
し
、
そ
の
者
に
当
該
車
両
系
建
設
機
械
を
誘

導
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 



り
で
な
い
。 

２ 

前
項
の
車
両
系
建
設
機
械
の
運
転
者
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
誘
導
者
が
行

う
誘
導
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
車
両
系
建
設
機
械
の
運
転
者
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
誘
導
者
が
行

な
う
誘
導
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
搭
乗
の
制
限
） 

（
と
う
乗
の
制
限
） 

第
百
六
十
二
条 

事
業
者
は
、
車
両
系
建
設
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き

は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
を
乗
車
席
以
外
の
箇
所
に

乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

第
百
六
十
二
条 

事
業
者
は
、
車
両
系
建
設
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
な
う
と

き
は
、
乗
車
席
以
外
の
箇
所
に
労
働
者
を
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

（
主
た
る
用
途
以
外
の
使
用
の
制
限
） 

（
主
た
る
用
途
以
外
の
使
用
の
制
限
） 

第
百
六
十
四
条 

（
略
） 

第
百
六
十
四
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

事
業
者
は
、
前
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
荷
の
つ
り
上
げ
の
作
業

を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
と
つ
り
上

げ
た
荷
と
の
接
触
、
つ
り
上
げ
た
荷
の
落
下
又
は
車
両
系
建
設
機
械
の
転
倒

若
し
く
は
転
落
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

３ 

事
業
者
は
、
前
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
荷
の
つ
り
上
げ
の
作
業

を
行
う
場
合
に
は
、
労
働
者
と
つ
り
上
げ
た
荷
と
の
接
触
、
つ
り
上
げ
た
荷

の
落
下
又
は
車
両
系
建
設
機
械
の
転
倒
若
し
く
は
転
落
に
よ
る
労
働
者
の
危

険
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

平
坦
な
場
所
で
作
業
を
行
う
こ
と
。 

二 

平
た
ん
な
場
所
で
作
業
を
行
う
こ
と
。 

三 

つ
り
上
げ
た
荷
と
の
接
触
又
は
つ
り
上
げ
た
荷
の
落
下
に
よ
り
危
険
が

生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
作
業
に
従
事
す
る
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に

つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方

法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。 

三 

つ
り
上
げ
た
荷
と
の
接
触
又
は
つ
り
上
げ
た
荷
の
落
下
に
よ
り
労
働
者

に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
な
い
こ

と
。 

四
・
五 

（
略
） 

四
・
五 

（
略
） 

六 

つ
り
チ
ェ
ー
ン
を
玉
掛
用
具
と
し
て
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
つ
り
チ
ェ
ー
ン
を
使
用
す
る
こ
と
。 
六 

つ
り
チ
ェ
ー
ン
を
玉
掛
用
具
と
し
て
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
つ
り
チ
ェ
ー
ン
を
使
用
す
る
こ
と
。 

イ
～
ハ 

（
略
） 
イ
～
ハ 

（
略
） 

ニ 

亀
裂
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ニ 
き
裂
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

七 

（
略
） 

七 

（
略
） 

 
 

（
輸
送
管
等
の
脱
落
及
び
振
れ
の
防
止
等
） 

（
輸
送
管
等
の
脱
落
及
び
振
れ
の
防
止
等
） 



第
百
七
十
一
条
の
二 

事
業
者
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ポ
ン
プ
車
を
用
い
て
作
業

を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
百
七
十
一
条
の
二 

事
業
者
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ポ
ン
プ
車
を
用
い
て
作
業

を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

三 

当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
等
の
吹

出
し
に
よ
り
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ

い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法

に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。 

三 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
等
の
吹
出
し
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ

の
あ
る
箇
所
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
な
い
こ
と
。 

四
・
五 

（
略
） 

四
・
五 

（
略
） 

 
 

（
立
入
禁
止
等
） 

（
立
入
禁
止
等
） 

第
百
七
十
一
条
の
六 

事
業
者
は
、
解
体
用
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き

は
、
次
の
措
置
（
令
第
六
条
第
十
五
号
の
二
、
第
十
五
号
の
三
及
び
第
十
五

号
の
五
の
作
業
に
あ
つ
て
は
、
第
二
号
の
措
置
を
除
く
。
）
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

第
百
七
十
一
条
の
六 

事
業
者
は
、
解
体
用
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き

は
、
次
の
措
置
（
令
第
六
条
第
十
五
号
の
二
、
第
十
五
号
の
三
及
び
第
十
五

号
の
五
の
作
業
に
あ
つ
て
は
、
第
二
号
の
措
置
を
除
く
。
）
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

一 

物
体
の
飛
来
等
に
よ
り
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
運
転
者

以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所

に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。 

一 

物
体
の
飛
来
等
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所

に
運
転
者
以
外
の
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
な
い
こ
と
。 

二 

（
略
） 

二 

（
略
） 

 
 

（
み
ぞ
車
の
位
置
） 

（
み
ぞ
車
の
位
置
） 

第
百
八
十
条 

（
略
） 

第
百
八
十
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

前
二
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
適
用

し
な
い
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
適
用

し
な
い
。 

一 

（
略
） 
一 

（
略
） 

二 

ず
い
道
等
の
著
し
く
狭
あ
い
な
場
所
で
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
を
使
用
し

て
作
業
を
行
う
場
合
で
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が

巻
上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
切
断
に
よ
る
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る

区
域
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表

示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
。 

二 

ず
い
道
等
の
著
し
く
狭
あ
い
な
場
所
で
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
を
使
用
し

て
作
業
を
行
う
場
合
で
、
巻
上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
切
断
に
よ
る
危
険

が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
区
域
へ
の
労
働
者
の
立
入
り
を
禁
止
し
た
と
き

。 

 
 



（
立
入
禁
止
） 

（
立
入
禁
止
） 

第
百
八
十
七
条 

事
業
者
は
、
く
い
打
機
、
く
い
抜
機
若
し
く
は
ボ
ー
リ
ン
グ

マ
シ
ン
の
み
ぞ
車
若
し
く
は
滑
車
装
置
又
は
こ
れ
ら
の
取
付
部
の
破
損
に
よ

つ
て
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
が
跳
ね
、
又
は
み
ぞ
車
、
滑
車
装
置
等
が
飛
来
す
る

危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
運
転
中
の
く
い
打
機
、
く
い
抜
機
又
は
ボ
ー
リ
ン

グ
マ
シ
ン
の
巻
上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
屈
曲
部
の
内
側
に
く
い
打
機
、
く

い
抜
機
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
を
使
用
す
る
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従

事
す
る
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に

表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
百
八
十
七
条 

事
業
者
は
、
く
い
打
機
、
く
い
抜
機
若
し
く
は
ボ
ー
リ
ン
グ

マ
シ
ン
の
み
ぞ
車
若
し
く
は
滑
車
装
置
又
は
こ
れ
ら
の
取
付
部
の
破
損
に
よ

つ
て
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
が
は
ね
、
又
は
み
ぞ
車
、
滑
車
装
置
等
が
飛
来
す
る

危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
運
転
中
の
く
い
打
機
、
く
い
抜
機
又
は
ボ
ー
リ
ン

グ
マ
シ
ン
の
巻
上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
屈
曲
部
の
内
側
に
労
働
者
を
立
ち

入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

（
ジ
ャ
ッ
キ
式
つ
り
上
げ
機
械
に
よ
る
作
業
） 

（
ジ
ャ
ッ
キ
式
つ
り
上
げ
機
械
に
よ
る
作
業
） 

第
百
九
十
四
条
の
六 

事
業
者
は
、
建
設
工
事
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て

、
ジ
ャ
ッ
キ
式
つ
り
上
げ
機
械
を
用
い
て
荷
の
つ
り
上
げ
、
つ
り
下
げ
等
の

作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
百
九
十
四
条
の
六 

事
業
者
は
、
建
設
工
事
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て

、
ジ
ャ
ッ
キ
式
つ
り
上
げ
機
械
を
用
い
て
荷
の
つ
り
上
げ
、
つ
り
下
げ
等
の

作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

当
該
作
業
を
行
う
区
域
内
に
関
係
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ

い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法

に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。 

一 

作
業
を
行
う
区
域
内
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
の
立
入
り
を

禁
止
す
る
こ
と
。 

二
～
四 

（
略
） 

二
～
四 

（
略
） 

 
 

（
搭
乗
の
制
限
） 

（
搭
乗
の
制
限
） 

第
百
九
十
四
条
の
十
五 

事
業
者
は
、
高
所
作
業
車
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と

き
は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
を
乗
車
席
及
び
作
業
床

以
外
の
箇
所
に
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

第
百
九
十
四
条
の
十
五 

事
業
者
は
、
高
所
作
業
車
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と

き
は
、
乗
車
席
及
び
作
業
床
以
外
の
箇
所
に
労
働
者
を
乗
せ
て
は
な
ら
な
い

。 

 
 

（
作
業
床
へ
の
搭
乗
制
限
等
） 
（
作
業
床
へ
の
搭
乗
制
限
等
） 

第
百
九
十
四
条
の
二
十 

事
業
者
は
、
高
所
作
業
車
（
作
業
床
に
お
い
て
走
行

の
操
作
を
す
る
構
造
の
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

走
行
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
高
所
作
業
車
の
作
業
床
に
作
業
に
従
事
す
る
者

を
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
平
坦
で
堅
固
な
場
所
に
お
い
て
高
所
作

業
車
を
走
行
さ
せ
る
場
合
で
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

第
百
九
十
四
条
の
二
十 

事
業
者
は
、
高
所
作
業
車
（
作
業
床
に
お
い
て
走
行

の
操
作
を
す
る
構
造
の
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

走
行
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
高
所
作
業
車
の
作
業
床
に
労
働
者
を
乗
せ
て
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
平
坦
で
堅
固
な
場
所
に
お
い
て
高
所
作
業
車
を
走
行

さ
せ
る
場
合
で
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 



一
～
三 

（
略
） 

一
～
三 

（
略
） 

２ 

作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
を
除
き
、
走
行
中
の
高

所
作
業
車
の
作
業
床
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

労
働
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
を
除
き
、
走
行
中
の
高
所
作
業
車
の

作
業
床
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

 
 

（
車
両
と
側
壁
等
と
の
間
隔
） 

（
車
両
と
側
壁
等
と
の
間
隔
） 

第
二
百
五
条 
事
業
者
は
、
建
設
中
の
ず
い
道
等
の
内
部
に
軌
道
装
置
を
設
け

る
と
き
は
、
通
行
す
る
者
に
運
行
す
る
車
両
が
接
触
す
る
危
険
を
防
止
す
る

た
め
、
そ
の
片
側
に
お
い
て
、
当
該
車
両
と
側
壁
又
は
障
害
物
と
の
間
隔
を

〇
・
六
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ず
い
道
等
の

断
面
が
狭
小
で
あ
る
こ
と
等
に
よ
り
当
該
間
隔
を
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
以
上
と

す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
で
、
次
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
二
百
五
条 

事
業
者
は
、
建
設
中
の
ず
い
道
等
の
内
部
に
軌
道
装
置
を
設
け

る
と
き
は
、
通
行
中
の
労
働
者
に
運
行
す
る
車
両
が
接
触
す
る
危
険
を
防
止

す
る
た
め
、
そ
の
片
側
に
お
い
て
、
当
該
車
両
と
側
壁
又
は
障
害
物
と
の
間

隔
を
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ず
い
道

等
の
断
面
が
狭
小
で
あ
る
こ
と
等
に
よ
り
当
該
間
隔
を
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
以

上
と
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
で
、
次
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
講
じ
た
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

信
号
装
置
の
設
置
、
監
視
人
の
配
置
等
に
よ
り
運
行
中
の
車
両
の
進
行

方
向
上
に
作
業
に
従
事
す
る
者
を
立
ち
入
ら
せ
な
い
こ
と
。 

二 

信
号
装
置
の
設
置
、
監
視
人
の
配
置
等
に
よ
り
運
行
中
の
車
両
の
進
行

方
向
上
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
な
い
こ
と
。 

 
 

（
人
車
の
使
用
） 

（
人
車
の
使
用
） 

第
二
百
二
十
一
条 

事
業
者
は
、
軌
道
装
置
に
よ
り
作
業
に
従
事
す
る
者
を
輸

送
す
る
と
き
は
、
人
車
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
少
数
の

作
業
に
従
事
す
る
者
を
輸
送
す
る
場
合
又
は
臨
時
に
作
業
に
従
事
す
る
者
を

輸
送
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。 

第
二
百
二
十
一
条 

事
業
者
は
、
軌
道
装
置
に
よ
り
労
働
者
を
輸
送
す
る
と
き

は
、
人
車
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
少
数
の
労
働
者
を
輸

送
す
る
場
合
又
は
臨
時
に
労
働
者
を
輸
送
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
措
置

を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

転
位
、
崩
壊
等
の
お
そ
れ
の
あ
る
荷
と
作
業
に
従
事
す
る
者
と
を
同
乗

さ
せ
な
い
こ
と
。 
二 

転
位
、
崩
壊
等
の
お
そ
れ
の
あ
る
荷
と
労
働
者
と
を
同
乗
さ
せ
な
い
こ

と
。 

 
 

（
搭
乗
定
員
） 

（
と
う
乗
定
員
） 

第
二
百
二
十
三
条 

事
業
者
は
、
人
車
に
つ
い
て
は
、
そ
の
構
造
に
応
じ
た
搭

乗
定
員
数
を
定
め
、
か
つ
、
こ
れ
を
作
業
に
従
事
す
る
者
に
周
知
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
百
二
十
三
条 

事
業
者
は
、
人
車
に
つ
い
て
は
、
そ
の
構
造
に
応
じ
た
と

う
乗
定
員
数
を
定
め
、
か
つ
、
こ
れ
を
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 



 
 

（
車
両
の
後
押
し
運
転
時
に
お
け
る
措
置
） 

（
車
両
の
後
押
し
運
転
時
に
お
け
る
措
置
） 

第
二
百
二
十
四
条 

事
業
者
は
、
建
設
中
の
ず
い
道
等
の
内
部
に
お
い
て
動
力

車
に
よ
る
後
押
し
運
転
を
す
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
後
押
し
運
転
を
す
る
区
間
を
定
め
、
当
該
区
間
に
作
業
に

従
事
す
る
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所

に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

第
二
百
二
十
四
条 

事
業
者
は
、
建
設
中
の
ず
い
道
等
の
内
部
に
お
い
て
動
力

車
に
よ
る
後
押
し
運
転
を
す
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
後
押
し
運
転
を
す
る
区
間
を
定
め
、
当
該
区
間
へ
の
労
働

者
の
立
入
り
を
禁
止
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一
～
三 

（
略
） 

一
～
三 

（
略
） 

 
 

（
型
わ
く
支
保
工
の
組
立
て
等
の
作
業
） 

（
型
わ
く
支
保
工
の
組
立
て
等
の
作
業
） 

第
二
百
四
十
五
条 

事
業
者
は
、
型
わ
く
支
保
工
の
組
立
て
又
は
解
体
の
作
業

を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
百
四
十
五
条 

事
業
者
は
、
型
わ
く
支
保
工
の
組
立
て
又
は
解
体
の
作
業

を
行
な
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

当
該
作
業
を
行
う
区
域
に
当
該
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
立
ち

入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。 

一 

当
該
作
業
を
行
な
う
区
域
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
の
立
ち

入
り
を
禁
止
す
る
こ
と
。 

二 

強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危

険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
を
行
わ
せ
な
い
こ
と
。 

二 

強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危

険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
な
い
こ
と

。 

三 

（
略
） 

三 

（
略
） 

 
 

（
送
給
原
材
料
の
種
類
等
の
表
示
） 

（
送
給
原
材
料
の
種
類
等
の
表
示
） 

第
二
百
七
十
三
条 

事
業
者
は
、
化
学
設
備
（
配
管
を
除
く
。
）
に
原
材
料
を

送
給
す
る
労
働
者
が
当
該
送
給
を
誤
る
こ
と
に
よ
る
爆
発
又
は
火
災
を
防
止

す
る
た
め
、
見
や
す
い
位
置
に
、
当
該
原
材
料
の
種
類
、
当
該
送
給
の
対
象

と
な
る
設
備
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
百
七
十
三
条 

事
業
者
は
、
化
学
設
備
（
配
管
を
除
く
。
）
に
原
材
料
を

送
給
す
る
労
働
者
が
当
該
送
給
を
誤
る
こ
と
に
よ
る
爆
発
又
は
火
災
を
防
止

す
る
た
め
、
当
該
労
働
者
が
見
や
す
い
位
置
に
、
当
該
原
材
料
の
種
類
、
当

該
送
給
の
対
象
と
な
る
設
備
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 
 

（
退
避
等
） 

（
退
避
等
） 

第
二
百
七
十
四
条
の
二 

事
業
者
は
、
化
学
設
備
か
ら
危
険
物
等
が
大
量
に
流

出
し
た
場
合
等
危
険
物
等
の
爆
発
、
火
災
等
に
よ
る
労
働
災
害
発
生
の
急
迫

第
二
百
七
十
四
条
の
二 

事
業
者
は
、
化
学
設
備
か
ら
危
険
物
等
が
大
量
に
流

出
し
た
場
合
等
危
険
物
等
の
爆
発
、
火
災
等
に
よ
る
労
働
災
害
発
生
の
急
迫



し
た
危
険
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
作
業
を
中
止
し
、
作
業
に
従
事
す
る
者

を
安
全
な
場
所
に
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

し
た
危
険
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
作
業
を
中
止
し
、
労
働
者
を
安
全
な
場

所
に
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
場
合
に
は
、
作
業
に
従
事
す
る
者
が
危
険
物
等
に
よ

る
労
働
災
害
を
被
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
ま
で
の
間
、
当
該
作

業
場
等
に
関
係
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を

見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も

に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
作
業
場
等
が
立
入

禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
場
合
に
は
、
労
働
者
が
危
険
物
等
に
よ
る
労
働
災
害

を
被
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
ま
で
の
間
、
当
該
作
業
場
等
に
関

係
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
見
や
す
い

箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
危
険
物
等
が
あ
る
場
所
に
お
け
る
火
気
等
の
使
用
禁
止
） 

（
危
険
物
等
が
あ
る
場
所
に
お
け
る
火
気
等
の
使
用
禁
止
） 

第
二
百
七
十
九
条 

（
略
） 

第
二
百
七
十
九
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
場
所
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
当
該
場
所
に
お
い
て
は

、
同
項
の
点
火
源
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
機
械
等
又
は
火
気
を
使
用
し
て
は

な
ら
な
い
。 

２ 

労
働
者
は
、
前
項
の
場
所
に
お
い
て
は
、
同
項
の
点
火
源
と
な
る
お
そ
れ

の
あ
る
機
械
等
又
は
火
気
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

（
立
入
禁
止
等
） 

（
立
入
禁
止
等
） 

第
二
百
八
十
八
条 

事
業
者
は
、
火
災
又
は
爆
発
の
危
険
が
あ
る
場
所
に
は
、

火
気
の
使
用
を
禁
止
す
る
旨
の
適
当
な
表
示
を
し
、
特
に
危
険
な
場
所
に
は

、
必
要
で
な
い
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い

箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

第
二
百
八
十
八
条 

事
業
者
は
、
火
災
又
は
爆
発
の
危
険
が
あ
る
場
所
に
は
、

火
気
の
使
用
を
禁
止
す
る
旨
の
適
当
な
表
示
を
し
、
特
に
危
険
な
場
所
に
は

、
必
要
で
な
い
者
の
立
入
り
を
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
火
気
使
用
場
所
の
火
災
防
止
） 

（
火
気
使
用
場
所
の
火
災
防
止
） 

第
二
百
九
十
一
条 

事
業
者
は
、
喫
煙
所
及
び
ス
ト
ー
ブ
そ
の
他
火
気
を
使
用

す
る
場
所
に
は
、
火
災
予
防
上
必
要
な
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
第
二
百
九
十
一
条 

事
業
者
は
、
喫
煙
所
、
ス
ト
ー
ブ
そ
の
他
火
気
を
使
用
す

る
場
所
に
は
、
火
災
予
防
上
必
要
な
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
喫
煙
所
及
び
前
項
の
場
所
に
お
い
て
は
、
み
だ

り
に
、
喫
煙
、
採
だ
ん
、
乾
燥
等
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 
労
働
者
は
、
み
だ
り
に
、
喫
煙
、
採
だ
ん
、
乾
燥
等
の
行
為
を
し
て
は
な

ら
な
い
。 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

 
 

（
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
の
管
理
等
） 

（
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
の
管
理
等
） 

第
三
百
十
二
条 

事
業
者
は
、
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
を
用
い
て
金
属
の
溶
接

第
三
百
十
二
条 

事
業
者
は
、
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
を
用
い
て
金
属
の
溶
接



、
溶
断
又
は
加
熱
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

、
溶
断
又
は
加
熱
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

発
生
器
室
に
は
、
係
員
の
ほ
か
み
だ
り
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、

禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り

禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
発

生
器
室
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
。 

二 

発
生
器
室
に
は
、
係
員
の
ほ
か
み
だ
り
に
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
し
、

か
つ
、
そ
の
旨
を
適
当
に
表
示
す
る
こ
と
。 

三 

発
生
器
か
ら
五
メ
ー
ト
ル
以
内
又
は
発
生
器
室
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
以
内

の
場
所
で
は
、
喫
煙
、
火
気
の
使
用
又
は
火
花
を
発
す
る
お
そ
れ
の
あ
る

行
為
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の

他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止

し
た
と
き
は
、
当
該
場
所
に
お
い
て
喫
煙
、
火
気
の
使
用
又
は
火
花
を
発

す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表

示
す
る
こ
と
。 

三 

発
生
器
か
ら
五
メ
ー
ト
ル
以
内
又
は
発
生
器
室
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
以
内

の
場
所
で
は
、
喫
煙
、
火
気
の
使
用
又
は
火
花
を
発
す
る
お
そ
れ
の
あ
る

行
為
を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
適
当
に
表
示
す
る
こ
と
。 

四
・
五 

（
略
） 

四
・
五 

（
略
） 

六 

移
動
式
の
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
の
発
生
器
は
、
高
温
の
場
所
、
通
風

又
は
換
気
の
不
十
分
な
場
所
、
振
動
の
多
い
場
所
等
に
据
え
付
け
な
い
こ

と
。 

六 

移
動
式
の
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
の
発
生
器
は
、
高
温
の
場
所
、
通
風

又
は
換
気
の
不
十
分
な
場
所
、
振
動
の
多
い
場
所
等
に
す
え
つ
け
な
い
こ

と
。 

七 

当
該
作
業
を
行
う
者
に
保
護
眼
鏡
及
び
保
護
手
袋
を
着
用
さ
せ
る
こ
と

。 

七 

当
該
作
業
を
行
な
う
者
に
保
護
眼
鏡
及
び
保
護
手
袋
を
着
用
さ
せ
る
こ

と
。 

 
 

（
ガ
ス
集
合
溶
接
装
置
の
管
理
等
） 

（
ガ
ス
集
合
溶
接
装
置
の
管
理
等
） 

第
三
百
十
三
条 

事
業
者
は
、
ガ
ス
集
合
溶
接
装
置
を
用
い
て
金
属
の
溶
接
、

溶
断
又
は
加
熱
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
百
十
三
条 

事
業
者
は
、
ガ
ス
集
合
溶
接
装
置
を
用
い
て
金
属
の
溶
接
、

溶
断
又
は
加
熱
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 
一
・
二 

（
略
） 

三 

ガ
ス
装
置
室
に
は
、
係
員
の
ほ
か
み
だ
り
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て

、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ

り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、

ガ
ス
装
置
室
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と

。 

三 
ガ
ス
装
置
室
に
は
、
係
員
の
ほ
か
み
だ
り
に
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
し

、
か
つ
、
そ
の
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
す
る
こ
と
。 



四 

ガ
ス
集
合
装
置
か
ら
五
メ
ー
ト
ル
以
内
の
場
所
で
は
、
喫
煙
、
火
気
の

使
用
又
は
火
花
を
発
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨

を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と

と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
場
所
に
お

い
て
喫
煙
、
火
気
の
使
用
又
は
火
花
を
発
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
が
禁

止
さ
れ
て
い
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
。 

四 

ガ
ス
集
合
装
置
か
ら
五
メ
ー
ト
ル
以
内
の
場
所
で
は
、
喫
煙
、
火
気
の

使
用
又
は
火
花
を
発
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の

旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
す
る
こ
と
。 

五 

バ
ル
ブ
、
コ
ッ
ク
等
の
操
作
要
領
及
び
点
検
要
領
を
ガ
ス
装
置
室
の
見

や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
。 

五 

バ
ル
ブ
、
コ
ツ
ク
等
の
操
作
要
領
及
び
点
検
要
領
を
ガ
ス
装
置
室
の
見

や
す
い
箇
所
に
掲
示
す
る
こ
と
。 

六
・
七 

（
略
） 

六
・
七 

（
略
） 

八 

当
該
作
業
を
行
う
者
に
保
護
眼
鏡
及
び
保
護
手
袋
を
着
用
さ
せ
る
こ
と

。 

八 

当
該
作
業
を
行
な
う
者
に
保
護
眼
鏡
及
び
保
護
手
袋
を
着
用
さ
せ
る
こ

と
。 

 
 

（
発
破
の
作
業
の
基
準
） 

（
発
破
の
作
業
の
基
準
） 

第
三
百
十
八
条 

事
業
者
は
、
令
第
二
十
条
第
一
号
の
業
務
（
以
下
「
発
破
の

業
務
」
と
い
う
。
）
に
従
事
す
る
労
働
者
に
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

第
三
百
十
八
条 

事
業
者
は
、
令
第
二
十
条
第
一
号
の
業
務
（
以
下
「
発
破
の

業
務
」
と
い
う
。
）
に
従
事
す
る
労
働
者
に
次
の
事
項
を
行
な
わ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

火
薬
又
は
爆
薬
を
装
塡
す
る
と
き
は
、
そ
の
付
近
で
裸
火
の
使
用
又
は

喫
煙
を
し
な
い
こ
と
。 

二 

火
薬
又
は
爆
薬
を
装
て
ん
す
る
と
き
は
、
そ
の
付
近
で
裸
火
の
使
用
又

は
喫
煙
を
し
な
い
こ
と
。 

三 

装
塡
具
は
、
摩
擦
、
衝
撃
、
静
電
気
等
に
よ
る
爆
発
を
生
ず
る
お
そ
れ

の
な
い
安
全
な
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
。 

三 

装
て
ん
具
は
、
摩
擦
、
衝
撃
、
静
電
気
等
に
よ
る
爆
発
を
生
ず
る
お
そ

れ
の
な
い
安
全
な
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
。 

四 

（
略
） 

四 

（
略
） 

五 

点
火
後
、
装
塡
さ
れ
た
火
薬
類
が
爆
発
し
な
い
と
き
、
又
は
装
塡
さ
れ

た
火
薬
類
が
爆
発
し
た
こ
と
の
確
認
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

五 

点
火
後
、
装
て
ん
さ
れ
た
火
薬
類
が
爆
発
し
な
い
と
き
、
又
は
装
て
ん

さ
れ
た
火
薬
類
が
爆
発
し
た
こ
と
の
確
認
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
次
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

イ 

電
気
雷
管
に
よ
つ
た
と
き
は
、
発
破
母
線
を
点
火
器
か
ら
取
り
外
し

、
そ
の
端
を
短
絡
さ
せ
て
お
き
、
か
つ
、
再
点
火
で
き
な
い
よ
う
に
措

置
を
講
じ
、
そ
の
後
五
分
以
上
経
過
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
火
薬
類
の

装
塡
箇
所
に
接
近
し
な
い
こ
と
。 

イ 

電
気
雷
管
に
よ
つ
た
と
き
は
、
発
破
母
線
を
点
火
器
か
ら
取
り
外
し

、
そ
の
端
を
短
絡
さ
せ
て
お
き
、
か
つ
、
再
点
火
で
き
な
い
よ
う
に
措

置
を
講
じ
、
そ
の
後
五
分
以
上
経
過
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
火
薬
類
の

装
て
ん
箇
所
に
接
近
し
な
い
こ
と
。 

ロ 

電
気
雷
管
以
外
の
も
の
に
よ
つ
た
と
き
は
、
点
火
後
十
五
分
以
上
経

過
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
火
薬
類
の
装
塡
箇
所
に
接
近
し
な
い
こ
と
。 

ロ 

電
気
雷
管
以
外
の
も
の
に
よ
つ
た
と
き
は
、
点
火
後
十
五
分
以
上
経

過
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
火
薬
類
の
装
て
ん
箇
所
に
接
近
し
な
い
こ
と



。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

事
業
者
は
、
火
薬
又
は
爆
薬
を
装
塡
す
る
と
き
は
、
そ
の
付
近
で
発
破
の

業
務
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
の
裸
火
の
使
用
又
は
喫
煙
に
つ

い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に

よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 

４ 

前
項
の
発
破
の
業
務
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
は
、
火
薬
又

は
爆
薬
の
装
塡
が
行
わ
れ
る
付
近
で
裸
火
の
使
用
又
は
喫
煙
を
し
て
は
な
ら

な
い
。 

（
新
設
） 

 
 

（
避
難
） 

（
避
難
） 

第
三
百
二
十
一
条 

事
業
者
は
、
発
破
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
作
業

に
従
事
す
る
者
が
安
全
な
距
離
に
避
難
し
得
な
い
と
き
は
、
前
面
と
上
部
を

堅
固
に
防
護
し
た
避
難
所
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
百
二
十
一
条 

事
業
者
は
、
発
破
の
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
労

働
者
が
安
全
な
距
離
に
避
難
し
得
な
い
と
き
は
、
前
面
と
上
部
を
堅
固
に
防

護
し
た
避
難
所
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
作
業
の
基
準
） 

（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
作
業
の
基
準
） 

第
三
百
二
十
一
条
の
二 

事
業
者
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
を
用
い
て
破
砕

の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

第
三
百
二
十
一
条
の
二 

事
業
者
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
を
用
い
て
破
砕

の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

一 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
を
装
塡
す
る
と
き
は
、
そ
の
付
近
で
の
裸
火
の

使
用
又
は
喫
煙
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る

こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。 

一 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
を
装
て
ん
す
る
と
き
は
、
そ
の
付
近
で
の
裸
火

の
使
用
又
は
喫
煙
を
禁
止
す
る
こ
と
。 

二 

装
塡
具
は
、
摩
擦
、
衝
撃
、
静
電
気
等
に
よ
り
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器

が
発
火
す
る
お
そ
れ
の
な
い
安
全
な
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
。 

二 

装
て
ん
具
は
、
摩
擦
、
衝
撃
、
静
電
気
等
に
よ
り
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕

器
が
発
火
す
る
お
そ
れ
の
な
い
安
全
な
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
。 

三
・
四 

（
略
） 
三
・
四 

（
略
） 

五 

点
火
後
、
装
塡
さ
れ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
が
発
火
し
な
い
と
き
、

又
は
装
塡
さ
れ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
が
発
火
し
た
こ
と
の
確
認
が
困

難
で
あ
る
と
き
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
の
母
線
を
点
火
器
か
ら
取
り

外
し
、
そ
の
端
を
短
絡
さ
せ
て
お
き
、
か
つ
、
再
点
火
で
き
な
い
よ
う
に

措
置
を
講
じ
、
そ
の
後
五
分
以
上
経
過
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
作
業

に
従
事
す
る
労
働
者
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
の
装
塡
箇
所
に
接
近
さ
せ

五 

点
火
後
、
装
て
ん
さ
れ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
が
発
火
し
な
い
と
き

、
又
は
装
て
ん
さ
れ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
が
発
火
し
た
こ
と
の
確
認

が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
の
母
線
を
点
火
器
か
ら

取
り
外
し
、
そ
の
端
を
短
絡
さ
せ
て
お
き
、
か
つ
、
再
点
火
で
き
な
い
よ

う
に
措
置
を
講
じ
、
そ
の
後
五
分
以
上
経
過
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該

作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
の
装
て
ん
箇
所
に
接



な
い
こ
と
。 

近
さ
せ
な
い
こ
と
。 

 
 

（
地
下
作
業
場
等
） 

（
地
下
作
業
場
等
） 

第
三
百
二
十
二
条 

事
業
者
は
、
可
燃
性
ガ
ス
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
地

下
作
業
場
に
お
い
て
作
業
を
行
う
と
き
（
第
三
百
八
十
二
条
に
規
定
す
る
ず

い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
と
き
を
除
く
。
）
、
又
は
ガ
ス
導
管
か
ら
ガ

ス
が
発
散
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
お
い
て
明
り
掘
削
の
作
業
（
地
山
の

掘
削
又
は
こ
れ
に
伴
う
土
石
の
運
搬
等
の
作
業
（
地
山
の
掘
削
の
作
業
が
行

わ
れ
る
箇
所
及
び
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る

。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
と
き
は
、
爆
発
又
は
火
災
を
防
止
す

る
た
め
、
次
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
百
二
十
二
条 

事
業
者
は
、
可
燃
性
ガ
ス
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
地

下
作
業
場
に
お
い
て
作
業
を
行
う
と
き
（
第
三
百
八
十
二
条
に
規
定
す
る
ず

い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
と
き
を
除
く
。
）
、
又
は
ガ
ス
導
管
か
ら
ガ

ス
が
発
散
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
お
い
て
明
り
掘
削
の
作
業
（
地
山
の

掘
削
又
は
こ
れ
に
伴
う
土
石
の
運
搬
等
の
作
業
（
地
山
の
掘
削
の
作
業
が
行

わ
れ
る
箇
所
及
び
こ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る

。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
と
き
は
、
爆
発
又
は
火
災
を
防
止
す

る
た
め
、
次
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

こ
れ
ら
の
ガ
ス
の
濃
度
が
爆
発
下
限
界
の
値
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
作
業
に
従
事
す
る
者
を
安
全

な
場
所
に
退
避
さ
せ
、
及
び
火
気
そ
の
他
点
火
源
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る

も
の
の
使
用
を
停
止
し
、
か
つ
、
通
風
、
換
気
等
を
行
う
こ
と
。 

二 

こ
れ
ら
の
ガ
ス
の
濃
度
が
爆
発
下
限
界
の
値
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
労
働
者
を
安
全
な
場
所
に
退

避
さ
せ
、
及
び
火
気
そ
の
他
点
火
源
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
の
使
用

を
停
止
し
、
か
つ
、
通
風
、
換
気
等
を
行
う
こ
と
。 

 
 

（
地
山
の
崩
壊
等
に
よ
る
危
険
の
防
止
） 

（
地
山
の
崩
壊
等
に
よ
る
危
険
の
防
止
） 

第
三
百
六
十
一
条 

事
業
者
は
、
明
り
掘
削
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、

地
山
の
崩
壊
又
は
土
石
の
落
下
に
よ
り
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
土
止
め
支
保
工
を
設
け
、
防
護
網
を
張
り
、
当
該
作
業

場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
の
立
入
り
を
禁
止
す
る
等
当
該
危
険
を
防

止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
百
六
十
一
条 

事
業
者
は
、
明
り
掘
削
の
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て

、
地
山
の
崩
壊
又
は
土
石
の
落
下
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

の
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
土
止
め
支
保
工
を
設
け
、
防
護
網
を
張
り

、
労
働
者
の
立
入
り
を
禁
止
す
る
等
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
誘
導
者
の
配
置
） 
（
誘
導
者
の
配
置
） 

第
三
百
六
十
五
条 

事
業
者
は
、
明
り
掘
削
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、

運
搬
機
械
等
が
、
当
該
作
業
箇
所
に
後
進
し
て
接
近
す
る
と
き
、
又
は
転
落

す
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
誘
導
者
を
配
置
し
、
そ
の
者
に
こ
れ
ら
の
機

械
を
誘
導
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
百
六
十
五
条 

事
業
者
は
、
明
り
掘
削
の
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て

、
運
搬
機
械
等
が
、
労
働
者
の
作
業
箇
所
に
後
進
し
て
接
近
す
る
と
き
、
又

は
転
落
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
誘
導
者
を
配
置
し
、
そ
の
者
に
こ
れ

ら
の
機
械
を
誘
導
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
運
搬
機
械
等
の
運
転
者
は
、
同
項
の
誘
導
者
が
行
う
誘
導
に
従
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
運
搬
機
械
等
の
運
転
者
は
、
同
項
の
誘
導
者
が
行
な
う
誘
導
に
従

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 
 

（
切
り
ば
り
等
の
作
業
） 

（
切
り
ば
り
等
の
作
業
） 

第
三
百
七
十
二
条 

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
号
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、

次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
百
七
十
二
条 

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
号
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は

、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
当
該
作
業
を
行
う
箇
所
に
当
該
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
立
ち

入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。 

一 

当
該
作
業
を
行
な
う
箇
所
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
が
立
ち

入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。 

二 

材
料
、
器
具
又
は
工
具
を
上
げ
、
又
は
下
ろ
す
と
き
は
、
つ
り
綱
、
つ

り
袋
等
を
労
働
者
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
。 

二 

材
料
、
器
具
又
は
工
具
を
上
げ
、
又
は
お
ろ
す
と
き
は
、
つ
り
綱
、
つ

り
袋
等
を
労
働
者
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
。 

 
 

（
立
入
禁
止
） 

（
立
入
禁
止
） 

第
三
百
八
十
六
条 

事
業
者
は
、
次
の
箇
所
に
関
係
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る

こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他

の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
百
八
十
六
条 

事
業
者
は
、
次
の
箇
所
に
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
を

立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

一 

浮
石
落
し
が
行
わ
れ
て
い
る
箇
所
又
は
当
該
箇
所
の
下
方
で
、
浮
石
が

落
下
す
る
こ
と
に
よ
り
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ 

一 

浮
石
落
し
が
行
な
わ
れ
て
い
る
箇
所
又
は
当
該
箇
所
の
下
方
で
、
浮
石

が
落
下
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ

ろ 

二 

ず
い
道
支
保
工
の
補
強
作
業
又
は
補
修
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
箇
所
で

、
落
盤
又
は
肌は

だ

落
ち
に
よ
り
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ 

二 

ず
い
道
支
保
工
の
補
強
作
業
又
は
補
修
作
業
が
行
な
わ
れ
て
い
る
箇
所

で
、
落
盤
又
は
肌は

だ

落
ち
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る

と
こ
ろ 

 
 

（
退
避
） 

（
退
避
） 

第
三
百
八
十
九
条
の
七 

事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
場
合

に
お
い
て
、
落
盤
、
出
水
等
に
よ
る
労
働
災
害
発
生
の
急
迫
し
た
危
険
が
あ

る
と
き
は
、
直
ち
に
作
業
を
中
止
し
、
作
業
に
従
事
す
る
者
を
安
全
な
場
所

に
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
百
八
十
九
条
の
七 

事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
場
合

に
お
い
て
、
落
盤
、
出
水
等
に
よ
る
労
働
災
害
発
生
の
急
迫
し
た
危
険
が
あ

る
と
き
は
、
直
ち
に
作
業
を
中
止
し
、
労
働
者
を
安
全
な
場
所
に
退
避
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
三
百
八
十
九
条
の
八 

事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
場
合

で
あ
つ
て
、
当
該
ず
い
道
等
の
内
部
に
お
け
る
可
燃
性
ガ
ス
の
濃
度
が
爆
発

下
限
界
の
値
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
と
き
は
、
直

ち
に
、
作
業
に
従
事
す
る
者
を
安
全
な
場
所
に
退
避
さ
せ
、
及
び
火
気
そ
の

第
三
百
八
十
九
条
の
八 

事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
場
合

で
あ
つ
て
、
当
該
ず
い
道
等
の
内
部
に
お
け
る
可
燃
性
ガ
ス
の
濃
度
が
爆
発

下
限
界
の
値
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
と
き
は
、
直

ち
に
、
労
働
者
を
安
全
な
場
所
に
退
避
さ
せ
、
及
び
火
気
そ
の
他
点
火
源
と



他
点
火
源
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
の
使
用
を
停
止
し
、
か
つ
、
通
風
、

換
気
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

な
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
の
使
用
を
停
止
し
、
か
つ
、
通
風
、
換
気
等
の
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
ず
い
道
等
の
内
部
に
お
け
る

可
燃
性
ガ
ス
の
濃
度
が
爆
発
下
限
界
の
値
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
ま
で
の
間
、
当
該
ず
い
道
等
の
内
部
に
関
係
者
以
外
の
者

が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る

こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ

り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
ず
い
道
等
の
内
部
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見

や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
ず
い
道
等
の
内
部
に
お
け
る

可
燃
性
ガ
ス
の
濃
度
が
爆
発
下
限
界
の
値
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
ま
で
の
間
、
当
該
ず
い
道
等
の
内
部
に
関
係
者
以
外
の
者

が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
避
難
用
器
具
） 

（
避
難
用
器
具
） 

第
三
百
八
十
九
条
の
十 

事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
と
き

は
、
落
盤
、
出
水
、
ガ
ス
爆
発
、
火
災
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
作
業
に
従
事

す
る
者
を
避
難
さ
せ
る
た
め
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲

げ
る
避
難
用
器
具
を
適
当
な
箇
所
に
備
え
、
関
係
者
に
対
し
、
そ
の
備
付
け

場
所
及
び
使
用
方
法
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
百
八
十
九
条
の
十 

事
業
者
は
、
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
と
き

は
、
落
盤
、
出
水
、
ガ
ス
爆
発
、
火
災
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
労
働
者
を
避

難
さ
せ
る
た
め
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
避
難
用

器
具
を
適
当
な
箇
所
に
備
え
、
関
係
労
働
者
に
対
し
、
そ
の
備
付
け
場
所
及

び
使
用
方
法
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
三 

（
略
） 

一
～
三 

（
略
） 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
呼
吸
用
保
護
具
に
つ
い
て
は
、
同
時
に
就
業
す
る
者

（
出
入
口
付
近
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
人
数
と
同
数
以
上
を
備
え
、
常
時
有
効
か
つ
清
潔
に
保
持
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
呼
吸
用
保
護
具
に
つ
い
て
は
、
同
時
に
就
業
す
る
労

働
者
（
出
入
口
付
近
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
を
除
く
。
次
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
人
数
と
同
数
以
上
を
備
え
、
常
時
有
効
か
つ
清
潔
に
保
持
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

事
業
者
は
、
第
一
項
の
携
帯
用
照
明
器
具
に
つ
い
て
は
、
同
時
に
就
業
す

る
者
の
人
数
と
同
数
以
上
を
備
え
、
常
時
有
効
に
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
同
項
第
一
号
の
場
合
に
お
い
て
、
同
時
に
就
業
す
る
者
が
集

団
で
避
難
す
る
た
め
に
必
要
な
照
明
を
確
保
す
る
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 

事
業
者
は
、
第
一
項
の
携
帯
用
照
明
器
具
に
つ
い
て
は
、
同
時
に
就
業
す

る
労
働
者
の
人
数
と
同
数
以
上
を
備
え
、
常
時
有
効
に
保
持
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
項
第
一
号
の
場
合
に
お
い
て
、
同
時
に
就
業
す
る
労

働
者
が
集
団
で
避
難
す
る
た
め
に
必
要
な
照
明
を
確
保
す
る
措
置
を
講
じ
て

い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

（
避
難
等
の
訓
練
） 

（
避
難
等
の
訓
練
） 

第
三
百
八
十
九
条
の
十
一 

事
業
者
は
、
切
羽
ま
で
の
距
離
が
百
メ
ー
ト
ル
（

可
燃
性
ガ
ス
が
存
在
し
て
爆
発
又
は
火
災
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
ず
い
道

等
以
外
の
ず
い
道
等
に
あ
つ
て
は
、
五
百
メ
ー
ト
ル
）
以
上
と
な
る
ず
い
道

第
三
百
八
十
九
条
の
十
一 

事
業
者
は
、
切
羽
ま
で
の
距
離
が
百
メ
ー
ト
ル
（

可
燃
性
ガ
ス
が
存
在
し
て
爆
発
又
は
火
災
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
ず
い
道

等
以
外
の
ず
い
道
等
に
あ
つ
て
は
、
五
百
メ
ー
ト
ル
）
以
上
と
な
る
ず
い
道



等
に
係
る
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
落
盤
、
出
水
、
ガ
ス

爆
発
、
火
災
等
が
生
じ
た
と
き
に
備
え
る
た
め
、
関
係
者
に
対
し
、
当
該
ず

い
道
等
の
切
羽
ま
で
の
距
離
が
百
メ
ー
ト
ル
に
達
す
る
ま
で
の
期
間
内
に
一

回
、
及
び
そ
の
後
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
避
難
及
び
消
火
の
訓
練
（
以
下

「
避
難
等
の
訓
練
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

等
に
係
る
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
落
盤
、
出
水
、
ガ
ス

爆
発
、
火
災
等
が
生
じ
た
と
き
に
備
え
る
た
め
、
関
係
労
働
者
に
対
し
、
当

該
ず
い
道
等
の
切
羽
ま
で
の
距
離
が
百
メ
ー
ト
ル
に
達
す
る
ま
で
の
期
間
内

に
一
回
、
及
び
そ
の
後
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
避
難
及
び
消
火
の
訓
練
（

以
下
「
避
難
等
の
訓
練
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
 

（
立
入
禁
止
） 

（
立
入
禁
止
） 

第
四
百
十
一
条 
事
業
者
は
、
岩
石
の
採
取
の
た
め
の
掘
削
の
作
業
を
行
う
作

業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が
当
該
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
箇
所
の

下
方
で
土
石
の
落
下
に
よ
り
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ
に
立
ち

入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ

の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
百
十
一
条 

事
業
者
は
、
岩
石
の
採
取
の
た
め
の
掘
削
の
作
業
が
行
な
わ

れ
て
い
る
箇
所
の
下
方
で
土
石
の
落
下
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お

そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

（
立
入
禁
止
） 

（
立
入
禁
止
） 

第
四
百
十
五
条 

事
業
者
は
、
採
石
作
業
を
行
う
と
き
は
、
運
転
中
の
運
搬
機

械
等
及
び
小
割
機
械
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ

る
箇
所
に
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に

つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法

に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
百
十
五
条 

事
業
者
は
、
採
石
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
運
転
中
の
運
搬

機
械
等
及
び
小
割
機
械
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
、
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

（
誘
導
者
の
配
置
等
） 

（
誘
導
者
の
配
置
等
） 

第
四
百
十
六
条 

事
業
者
は
、
採
石
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
運
搬
機
械

等
及
び
小
割
機
械
が
当
該
作
業
箇
所
に
後
進
し
て
接
近
す
る
と
き
、
又
は
転

落
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
誘
導
者
を
配
置
し
、
そ
の
者
に
当
該
運
搬

機
械
等
及
び
小
割
機
械
を
誘
導
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
百
十
六
条 

事
業
者
は
、
採
石
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
運
搬
機

械
等
及
び
小
割
機
械
が
労
働
者
の
作
業
箇
所
に
後
進
し
て
接
近
す
る
と
き
、

又
は
転
落
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
誘
導
者
を
配
置
し
、
そ
の
者
に
当

該
運
搬
機
械
等
及
び
小
割
機
械
を
誘
導
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
運
搬
機
械
等
及
び
小
割
機
械
を
運
転
す
る
者
は
、
同
項
の
誘
導
者

が
行
う
誘
導
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
前
項
の
運
搬
機
械
等
及
び
小
割
機
械
を
運
転
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
誘

導
者
が
行
な
う
誘
導
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
作
業
指
揮
者
の
選
任
及
び
職
務
等
） 

（
作
業
指
揮
者
の
選
任
及
び
職
務
） 

第
四
百
二
十
条 

（
略
） 

第
四
百
二
十
条 

（
略
） 



２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
を
行
う
箇
所
に
当
該
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外

の
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を

見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 

 
 

（
は
い
の
昇
降
設
備
） 

（
は
い
の
昇
降
設
備
） 

第
四
百
二
十
七
条 

（
略
） 

第
四
百
二
十
七
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
床
面
と
当
該
作
業
箇
所
と
の
間
を
昇
降

す
る
と
き
は
、
同
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
同
項
の
昇
降
す

る
た
め
の
設
備
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
床
面
と
当
該
作
業
箇
所
と
の
間
を

昇
降
す
る
と
き
は
、
同
項
の
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
同
項
の

昇
降
す
る
た
め
の
設
備
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
立
入
禁
止
） 

（
立
入
禁
止
） 

第
四
百
三
十
三
条 

事
業
者
は
、
は
い
付
け
又
は
は
い
く
ず
し
の
作
業
が
行
わ

れ
て
い
る
箇
所
で
、
は
い
の
崩
壊
又
は
荷
の
落
下
に
よ
り
危
険
を
及
ぼ
す
お

そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ
に
、
当
該
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る

こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他

の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
百
三
十
三
条 

事
業
者
は
、
は
い
付
け
又
は
は
い
く
ず
し
の
作
業
が
行
な

わ
れ
て
い
る
箇
所
で
、
は
い
の
崩
壊
又
は
荷
の
落
下
に
よ
り
労
働
者
に
危
険

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ
に
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
を
立
ち

入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

（
船
倉
へ
の
通
行
設
備
） 

（
船
倉
へ
の
通
行
設
備
） 

第
四
百
四
十
九
条 

（
略
） 

第
四
百
四
十
九
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
ば
く
露
甲
板
と
船
倉
と
の
間
を
通
行
す

る
と
き
は
、
同
項
の
通
行
す
る
た
め
の
設
備
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

２ 

前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
ば
く
露
甲
板
と
船
倉
と
の
間
を
通

行
す
る
と
き
は
、
同
項
の
通
行
す
る
た
め
の
設
備
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 
 

（
通
行
の
禁
止
） 
（
通
行
の
禁
止
） 

第
四
百
五
十
二
条 

事
業
者
は
、
揚
貨
装
置
、
ク
レ
ー
ン
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン

又
は
デ
リ
ッ
ク
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
揚
貨
装
置
等
」
と
い
う
。
）
を

用
い
て
、
荷
の
巻
上
げ
又
は
巻
卸
し
の
作
業
を
行
つ
て
い
る
場
合
に
お
い
て

、
第
四
百
四
十
九
条
第
一
項
の
通
行
す
る
た
め
の
設
備
を
使
用
し
て
通
行
す

る
者
に
荷
が
落
下
し
、
又
は
激
突
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
そ
の
通
行

を
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り

第
四
百
五
十
二
条 

事
業
者
は
、
揚
貨
装
置
、
ク
レ
ー
ン
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン

又
は
デ
リ
ツ
ク
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
揚
貨
装
置
等
」
と
い
う
。
）
を

用
い
て
、
荷
の
巻
上
げ
又
は
巻
卸
し
の
作
業
を
行
な
つ
て
い
る
場
合
に
お
い

て
、
第
四
百
四
十
九
条
第
一
項
の
通
行
す
る
た
め
の
設
備
を
使
用
し
て
通
行

す
る
労
働
者
に
荷
が
落
下
し
、
又
は
激
突
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
そ

の
通
行
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 



禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
立
入
禁
止
） 

（
立
入
禁
止
） 

第
四
百
五
十
三
条 

事
業
者
は
、
次
の
場
所
の
周
囲
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す

る
者
が
当
該
場
所
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い

箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

第
四
百
五
十
三
条 

事
業
者
は
、
次
の
場
所
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な

ら
な
い
。 

一 

ハ
ッ
チ
ボ
ー
ド
の
開
閉
又
は
ハ
ッ
チ
ビ
ー
ム
の
取
付
け
若
し
く
は
取
り

外
し
の
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
場
所
の
下
方
で
、
ハ
ッ
チ
ボ
ー
ド
又
は
ハ

ッ
チ
ビ
ー
ム
が
落
下
す
る
こ
と
に
よ
り
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と

こ
ろ 

一 

ハ
ツ
チ
ボ
ー
ド
の
開
閉
又
は
ハ
ツ
チ
ビ
ー
ム
の
取
付
け
若
し
く
は
取
り

は
ず
し
の
作
業
が
行
な
わ
れ
て
い
る
場
所
の
下
方
で
、
ハ
ツ
チ
ボ
ー
ド
又

は
ハ
ツ
チ
ビ
ー
ム
が
落
下
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お

そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ 

二 

揚
貨
装
置
の
ブ
ー
ム
の
起
伏
の
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て

、
当
該
ブ
ー
ム
が
倒
れ
る
こ
と
に
よ
り
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と

こ
ろ 

二 

揚
貨
装
置
の
ブ
ー
ム
の
起
伏
の
作
業
が
行
な
わ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
ブ
ー
ム
が
倒
れ
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
の
あ
る
と
こ
ろ 

 
 

（
立
入
禁
止
） 

（
立
入
禁
止
） 

第
四
百
六
十
一
条 

事
業
者
は
、
揚
貨
装
置
等
を
用
い
て
、
巻
出
索
又
は
引
込

索
に
よ
り
荷
を
引
い
て
い
る
と
き
は
、
揚
貨
装
置
等
を
使
用
す
る
作
業
場
に

お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が
当
該
索
の
内
角
側
で
、
当
該
索
又
は
み
ぞ
車

が
脱
落
す
る
こ
と
に
よ
り
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
立
ち
入
る

こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他

の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
百
六
十
一
条 

事
業
者
は
、
揚
貨
装
置
等
を
用
い
て
、
巻
出
索
又
は
引
込

索
に
よ
り
荷
を
引
い
て
い
る
と
き
は
、
当
該
索
の
内
角
側
で
、
当
該
索
又
は

み
ぞ
車
が
脱
落
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る

箇
所
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

（
か
か
り
木
の
処
理
の
作
業
に
お
け
る
危
険
の
防
止
） 

（
か
か
り
木
の
処
理
の
作
業
に
お
け
る
危
険
の
防
止
） 

第
四
百
七
十
八
条 

事
業
者
は
、
伐
木
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
既
に

か
か
り
木
が
生
じ
て
い
る
場
合
又
は
か
か
り
木
が
生
じ
た
場
合
は
、
速
や
か

に
当
該
か
か
り
木
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
速
や
か
に
処

理
す
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
処
理
の
作
業
に
従
事
す
る

者
以
外
の
者
が
当
該
か
か
り
木
が
激
突
す
る
こ
と
に
よ
り
危
険
が
生
ず
る
箇

所
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す

る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に

第
四
百
七
十
八
条 

事
業
者
は
、
伐
木
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
既
に

か
か
り
木
が
生
じ
て
い
る
場
合
又
は
か
か
り
木
が
生
じ
た
場
合
は
、
速
や
か

に
当
該
か
か
り
木
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
速
や
か
に
処

理
す
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
か
か
り
木
が
激
突
す
る
こ

と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
箇
所
に
お
い
て
、
当
該
処
理
の
作
業
に

従
事
す
る
労
働
者
以
外
の
労
働
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ

の
旨
を
縄
張
、
標
識
の
設
置
等
の
措
置
に
よ
つ
て
明
示
し
た
後
、
遅
滞
な
く



よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
箇
所
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
縄
張
、
標
識

の
設
置
等
の
措
置
に
よ
つ
て
表
示
し
た
後
、
遅
滞
な
く
、
処
理
す
る
こ
と
を

も
つ
て
足
り
る
。 

、
処
理
す
る
こ
と
を
も
つ
て
足
り
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 
 

（
伐
倒
の
合
図
） 

（
伐
倒
の
合
図
） 

第
四
百
七
十
九
条 

（
略
） 

第
四
百
七
十
九
条 

（
略
） 

２ 

事
業
者
は
、
伐
木
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
立
木
の
伐
倒
の

作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
以
外
の
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
百
八
十
一
条

第
二
項
に
お
い
て
「
作
業
に
従
事
す
る
他
の
者
」
と
い
う
。
）
に
、
伐
倒
に

よ
り
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
立
木
の
伐
倒
の
作
業
に

従
事
す
る
労
働
者
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
前
項
の
合
図
を
行
わ
せ
、
作
業
に
従

事
す
る
他
の
者
が
避
難
し
た
こ
と
を
確
認
さ
せ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
伐
倒
さ

せ
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

事
業
者
は
、
伐
木
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
立
木
の
伐
倒
の

作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
以
外
の
労
働
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
百
八
十

一
条
第
二
項
に
お
い
て
「
他
の
労
働
者
」
と
い
う
。
）
に
、
伐
倒
に
よ
り
危

険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
立
木
の
伐
倒
の
作
業
に
従
事
す

る
労
働
者
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
前
項
の
合
図
を
行
わ
せ
、
他
の
労
働
者
が
避

難
し
た
こ
と
を
確
認
さ
せ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
伐
倒
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

３ 

前
項
の
伐
倒
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
危
険
を
生
ず
る
お

そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
合
図
を
行
い
、
作
業
に
従
事
す
る
他

の
者
が
避
難
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
伐
倒
し
て
は
な
ら
な

い
。 

３ 

前
項
の
伐
倒
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
危
険
を
生
ず
る
お

そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
合
図
を
行
な
い
、
他
の
労
働
者
が
避

難
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
伐
倒
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

（
立
入
禁
止
） 

（
立
入
禁
止
） 

第
四
百
八
十
一
条 

事
業
者
は
、
造
林
、
伐
木
、
か
か
り
木
の
処
理
、
造
材
又

は
木
寄
せ
の
作
業
（
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
に
よ
る
作
業
を
除
く
。
以
下
こ

の
章
に
お
い
て
「
造
林
等
の
作
業
」
と
い
う
。
）
を
行
つ
て
い
る
場
所
の
下

方
で
、
伐
倒
木
、
玉
切
材
、
枯
損
木
等
の
木
材
が
転
落
し
、
又
は
滑
る
こ
と

に
よ
る
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ
に
造
林
等
の
作
業
を
行
う
作

業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す

る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
百
八
十
一
条 

事
業
者
は
、
造
林
、
伐
木
、
か
か
り
木
の
処
理
、
造
材
又

は
木
寄
せ
の
作
業
（
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
に
よ
る
作
業
を
除
く
。
以
下
こ

の
章
に
お
い
て
「
造
林
等
の
作
業
」
と
い
う
。
）
を
行
つ
て
い
る
場
所
の
下

方
で
、
伐
倒
木
、
玉
切
材
、
枯
損
木
等
の
木
材
が
転
落
し
、
又
は
滑
る
こ
と

に
よ
る
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
労
働
者
を
立
ち
入
ら

せ
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

事
業
者
は
、
伐
木
の
作
業
を
行
う
場
合
は
、
伐
倒
木
等
が
激
突
す
る
こ
と

に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
伐
倒
し
よ
う
と
す
る
立
木
を
中
心
と
し
て

、
当
該
立
木
の
高
さ
の
二
倍
に
相
当
す
る
距
離
を
半
径
と
す
る
円
形
の
内
側

２ 

事
業
者
は
、
伐
木
の
作
業
を
行
う
場
合
は
、
伐
倒
木
等
が
激
突
す
る
こ
と

に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
伐
倒
し
よ
う
と
す
る
立
木
を
中
心
と
し
て

、
当
該
立
木
の
高
さ
の
二
倍
に
相
当
す
る
距
離
を
半
径
と
す
る
円
形
の
内
側



に
は
、
作
業
に
従
事
す
る
他
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る

旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

に
は
、
他
の
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

３ 

事
業
者
は
、
か
か
り
木
の
処
理
の
作
業
を
行
う
場
合
は
、
か
か
り
木
が
激

突
す
る
こ
と
に
よ
り
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
当
該
か

か
り
木
の
処
理
の
作
業
に
従
事
す
る
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い

て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ

り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

事
業
者
は
、
か
か
り
木
の
処
理
の
作
業
を
行
う
場
合
は
、
か
か
り
木
が
激

突
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は

、
当
該
か
か
り
木
の
処
理
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
以
外
の
労
働
者
を
立

ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

（
悪
天
候
時
の
作
業
禁
止
） 

（
悪
天
候
時
の
作
業
禁
止
） 

第
四
百
八
十
三
条 

事
業
者
は
、
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、

造
林
等
の
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危
険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業

を
行
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

第
四
百
八
十
三
条 

事
業
者
は
、
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、

造
林
等
の
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危
険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業

に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

（
建
築
物
等
の
鉄
骨
の
組
立
て
等
の
作
業
） 

（
建
築
物
等
の
鉄
骨
の
組
立
て
等
の
作
業
） 

第
五
百
十
七
条
の
三 

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
五
号
の
二
の
作
業
を
行
う

と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五
百
十
七
条
の
三 

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
五
号
の
二
の
作
業
を
行
う

と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

当
該
作
業
を
行
う
区
域
内
に
当
該
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
立

ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ

と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。 

一 

作
業
を
行
う
区
域
内
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
の
立
入
り
を

禁
止
す
る
こ
と
。 

二
・
三 

（
略
） 

二
・
三 

（
略
） 

 
 

（
鋼
橋
架
設
等
の
作
業
） 

（
鋼
橋
架
設
等
の
作
業
） 

第
五
百
十
七
条
の
七 

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
五
号
の
三
の
作
業
を
行
う

と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
第
五
百
十
七
条
の
七 

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
五
号
の
三
の
作
業
を
行
う

と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

当
該
作
業
を
行
う
区
域
内
に
当
該
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
立

ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ

と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。 

一 

作
業
を
行
う
区
域
内
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
の
立
入
り
を

禁
止
す
る
こ
と
。 

二
～
四 

（
略
） 

二
～
四 
（
略
） 

 
 

（
木
造
建
築
物
の
組
立
て
等
の
作
業
） 

（
木
造
建
築
物
の
組
立
て
等
の
作
業
） 



第
五
百
十
七
条
の
十
一 

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
五
号
の
四
の
作
業
を
行

う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五
百
十
七
条
の
十
一 

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
五
号
の
四
の
作
業
を
行

う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

当
該
作
業
を
行
う
区
域
内
に
当
該
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
立

ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ

と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。 

一 

作
業
を
行
う
区
域
内
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
の
立
入
り
を

禁
止
す
る
こ
と
。 

二
・
三 

（
略
） 

二
・
三 

（
略
） 

 
 

（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
工
作
物
の
解
体
等
の
作
業
） 

（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
工
作
物
の
解
体
等
の
作
業
） 

第
五
百
十
七
条
の
十
五 

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
五
号
の
五
の
作
業
を
行

う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五
百
十
七
条
の
十
五 

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
五
号
の
五
の
作
業
を
行

う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

当
該
作
業
を
行
う
区
域
内
に
当
該
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
立

ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ

と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。 

一 

作
業
を
行
う
区
域
内
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
の
立
入
り
を

禁
止
す
る
こ
と
。 

二
・
三 

（
略
） 

二
・
三 

（
略
） 

 
 

（
引
倒
し
等
の
作
業
の
合
図
） 

（
引
倒
し
等
の
作
業
の
合
図
） 

第
五
百
十
七
条
の
十
六 

（
略
） 

第
五
百
十
七
条
の
十
六 

（
略
） 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
引
倒
し
等
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
引

倒
し
等
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
以
外
の
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

作
業
に
従
事
す
る
他
の
者
」
と
い
う
。
）
に
引
倒
し
等
に
よ
り
危
険
を
生
ず

る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
引
倒
し
等
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に

、
あ
ら
か
じ
め
、
同
項
の
合
図
を
行
わ
せ
、
作
業
に
従
事
す
る
他
の
者
が
避

難
し
た
こ
と
を
確
認
さ
せ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
引
倒
し
等
の
作
業
を
行

わ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
引
倒
し
等
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
引

倒
し
等
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
以
外
の
労
働
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
他
の
労
働
者
」
と
い
う
。
）
に
引
倒
し
等
に
よ
り
危
険
を
生
ず
る
お
そ

れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
引
倒
し
等
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
、
あ
ら

か
じ
め
、
同
項
の
合
図
を
行
わ
せ
、
他
の
労
働
者
が
避
難
し
た
こ
と
を
確
認

さ
せ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
引
倒
し
等
の
作
業
を
行
わ
せ
て
は
な
ら
な
い

。 

３ 

第
一
項
の
引
倒
し
等
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
前
項
の
危
険
を
生

ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
合
図
を
行
い
、
作
業
に
従
事

す
る
他
の
者
が
避
難
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
引
倒
し

等
の
作
業
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
引
倒
し
等
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
前
項
の
危
険
を
生

ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
合
図
を
行
い
、
他
の
労
働
者

が
避
難
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
引
倒
し
等
の
作
業
を

行
つ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
架
設
等
の
作
業
） 

（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
架
設
等
の
作
業
） 



第
五
百
十
七
条
の
二
十
一 

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
六
号
の
作
業
を
行
う

と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五
百
十
七
条
の
二
十
一 

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
六
号
の
作
業
を
行
う

と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

当
該
作
業
を
行
う
区
域
内
に
当
該
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
立

ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ

と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。 

一 

作
業
を
行
う
区
域
内
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
の
立
入
り
を

禁
止
す
る
こ
と
。 

二
～
四 

（
略
） 

二
～
四 

（
略
） 

 
 

（
悪
天
候
時
の
作
業
禁
止
） 

（
悪
天
候
時
の
作
業
禁
止
） 

第
五
百
二
十
二
条 
事
業
者
は
、
高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
箇
所
で
作
業
を

行
う
場
合
に
お
い
て
、
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
当
該
作

業
の
実
施
に
つ
い
て
危
険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
を
行
わ
せ
て

は
な
ら
な
い
。 

第
五
百
二
十
二
条 

事
業
者
は
、
高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
箇
所
で
作
業
を

行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
当
該

作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危
険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
に
労
働
者

を
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

（
昇
降
す
る
た
め
の
設
備
の
設
置
等
） 

（
昇
降
す
る
た
め
の
設
備
の
設
置
等
） 

第
五
百
二
十
六
条 

（
略
） 

第
五
百
二
十
六
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
同
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
安
全
に
昇
降

す
る
た
め
の
設
備
等
が
設
け
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
設
備
等
を
使
用
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
安
全
に

昇
降
す
る
た
め
の
設
備
等
が
設
け
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
設
備
等
を
使
用
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
立
入
禁
止
） 

（
立
入
禁
止
） 

第
五
百
三
十
条 

事
業
者
は
、
墜
落
に
よ
り
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
箇

所
に
関
係
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や

す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

第
五
百
三
十
条 

事
業
者
は
、
墜
落
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

の
あ
る
箇
所
に
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い

。 

 
 

（
船
舶
に
よ
り
作
業
に
従
事
す
る
者
を
輸
送
す
る
場
合
の
危
険
の
防
止
） 

（
船
舶
に
よ
り
労
働
者
を
輸
送
す
る
場
合
の
危
険
の
防
止
） 

第
五
百
三
十
一
条 

事
業
者
は
、
船
舶
に
よ
り
作
業
に
従
事
す
る
者
を
作
業
を

行
う
場
所
に
輸
送
す
る
と
き
は
、
船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号

）
及
び
同
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
基
づ
い
て
当
該
船
舶
に
つ
い
て
定
め

ら
れ
た
最
大
搭
載
人
員
を
超
え
て
作
業
に
従
事
す
る
者
を
乗
船
さ
せ
な
い
こ

第
五
百
三
十
一
条 

事
業
者
は
、
船
舶
に
よ
り
労
働
者
を
作
業
を
行
な
う
場
所

に
輸
送
す
る
と
き
は
、
船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
及
び
同

法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
基
づ
い
て
当
該
船
舶
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
最

大
と
う
載
人
員
を
こ
え
て
労
働
者
を
乗
船
さ
せ
な
い
こ
と
、
船
舶
に
浮
袋
そ



と
、
船
舶
に
浮
袋
そ
の
他
の
救
命
具
を
備
え
る
こ
と
等
当
該
船
舶
の
転
覆
若

し
く
は
沈
没
又
は
作
業
に
従
事
す
る
者
の
水
中
へ
の
転
落
に
よ
る
危
険
を
防

止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

の
他
の
救
命
具
を
備
え
る
こ
と
等
当
該
船
舶
の
転
覆
若
し
く
は
沈
没
又
は
労

働
者
の
水
中
へ
の
転
落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
ホ
ッ
パ
ー
等
の
内
部
に
お
け
る
作
業
の
制
限
） 

（
ホ
ツ
パ
ー
等
の
内
部
に
お
け
る
作
業
の
制
限
） 

第
五
百
三
十
二
条
の
二 

事
業
者
は
、
ホ
ッ
パ
ー
又
は
ず
り
び
ん
の
内
部
そ
の

他
土
砂
に
埋
没
す
る
こ
と
等
に
よ
り
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
所
で

作
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る

こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
労
働

者
に
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
使
用
さ
せ
る
等
当
該
危
険
を
防
止
す
る

た
め
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
（
当
該
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ

る
場
合
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具

を
使
用
さ
せ
る
等
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
、
か
つ
、
当

該
請
負
人
に
対
し
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
使
用
す
る
等
当
該
危
険

を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
た
と
き
）

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
五
百
三
十
二
条
の
二 

事
業
者
は
、
ホ
ツ
パ
ー
又
は
ず
り
び
ん
の
内
部
そ
の

他
土
砂
に
埋
没
す
る
こ
と
等
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ

る
場
所
で
作
業
を
行
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
労
働
者
に
要
求
性
能

墜
落
制
止
用
器
具
を
使
用
さ
せ
る
等
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を

講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

（
船
舶
と
岸
壁
等
と
の
通
行
） 

（
船
舶
と
岸
壁
等
と
の
通
行
） 

第
五
百
五
十
一
条 

（
略
） 

第
五
百
五
十
一
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
箇
所
を
通
行
す
る
者
は
、
同
項
の
通
行
設
備
又
は
船
側
階
段
を
使

用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

労
働
者
は
、
前
項
の
通
行
設
備
又
は
船
側
階
段
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 
 

（
架
設
通
路
） 

（
架
設
通
路
） 

第
五
百
五
十
二
条 

（
略
） 
第
五
百
五
十
二
条 

（
略
） 

２ 

前
項
第
四
号
の
規
定
は
、
作
業
の
必
要
上
臨
時
に
手
す
り
等
又
は
中
桟
等

を
取
り
外
す
場
合
に
お
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
適
用
し
な
い

。 

２ 
前
項
第
四
号
の
規
定
は
、
作
業
の
必
要
上
臨
時
に
手
す
り
等
又
は
中
桟
等

を
取
り
外
す
場
合
に
お
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
適
用
し
な
い

。 

一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

前
号
の
措
置
を
講
ず
る
箇
所
に
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
立
ち

入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と

二 

前
号
の
措
置
を
講
ず
る
箇
所
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
を
立

ち
入
ら
せ
な
い
こ
と
。 



そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。 

３
・
４ 

（
略
） 

３
・
４ 

（
略
） 

 
 

（
作
業
床
） 

（
作
業
床
） 

第
五
百
六
十
三
条 

（
略
） 

第
五
百
六
十
三
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

第
一
項
第
三
号
の
規
定
は
、
作
業
の
性
質
上
足
場
用
墜
落
防
止
設
備
を
設

け
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場
合
又
は
作
業
の
必
要
上
臨
時
に
足
場
用
墜
落

防
止
設
備
を
取
り
外
す
場
合
に
お
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
適

用
し
な
い
。 

３ 

第
一
項
第
三
号
の
規
定
は
、
作
業
の
性
質
上
足
場
用
墜
落
防
止
設
備
を
設

け
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場
合
又
は
作
業
の
必
要
上
臨
時
に
足
場
用
墜
落

防
止
設
備
を
取
り
外
す
場
合
に
お
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
適

用
し
な
い
。 

一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

前
号
の
措
置
を
講
ず
る
箇
所
に
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
立
ち

入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。 

二 

前
号
の
措
置
を
講
ず
る
箇
所
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
を
立

ち
入
ら
せ
な
い
こ
と
。 

４
～
６ 

（
略
） 

４
～
６ 

（
略
） 

 
 

（
足
場
の
組
立
て
等
の
作
業
） 

（
足
場
の
組
立
て
等
の
作
業
） 

第
五
百
六
十
四
条 

事
業
者
は
、
つ
り
足
場
、
張
出
し
足
場
又
は
高
さ
が
二
メ

ー
ト
ル
以
上
の
構
造
の
足
場
の
組
立
て
、
解
体
又
は
変
更
の
作
業
を
行
う
と

き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五
百
六
十
四
条 

事
業
者
は
、
つ
り
足
場
、
張
出
し
足
場
又
は
高
さ
が
二
メ

ー
ト
ル
以
上
の
構
造
の
足
場
の
組
立
て
、
解
体
又
は
変
更
の
作
業
を
行
う
と

き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

組
立
て
、
解
体
又
は
変
更
の
作
業
を
行
う
区
域
内
に
当
該
作
業
に
関
係

す
る
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す

い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。 

二 

組
立
て
、
解
体
又
は
変
更
の
作
業
を
行
う
区
域
内
に
は
、
関
係
労
働
者

以
外
の
労
働
者
の
立
入
り
を
禁
止
す
る
こ
と
。 

三
～
五 

（
略
） 
三
～
五 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 
（
略
） 

 
 

（
作
業
構
台
に
つ
い
て
の
措
置
） 

（
作
業
構
台
に
つ
い
て
の
措
置
） 

第
五
百
七
十
五
条
の
六 

（
略
） 

第
五
百
七
十
五
条
の
六 

（
略
） 



２ 

前
項
第
四
号
の
規
定
は
、
作
業
の
性
質
上
手
す
り
等
及
び
中
桟
等
を
設
け

る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場
合
又
は
作
業
の
必
要
上
臨
時
に
手
す
り
等
又
は

中
桟
等
を
取
り
外
す
場
合
に
お
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
適
用

し
な
い
。 

２ 

前
項
第
四
号
の
規
定
は
、
作
業
の
性
質
上
手
す
り
等
及
び
中
桟
等
を
設
け

る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場
合
又
は
作
業
の
必
要
上
臨
時
に
手
す
り
等
又
は

中
桟
等
を
取
り
外
す
場
合
に
お
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
適
用

し
な
い
。 

一 
（
略
） 

一 

（
略
） 

二 
前
号
の
措
置
を
講
ず
る
箇
所
に
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
立
ち

入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。 

二 

前
号
の
措
置
を
講
ず
る
箇
所
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
を
立

ち
入
ら
せ
な
い
こ
と
。 

３
・
４ 

（
略
） 

３
・
４ 

（
略
） 

 
 

（
作
業
構
台
の
組
立
て
等
の
作
業
） 

（
作
業
構
台
の
組
立
て
等
の
作
業
） 

第
五
百
七
十
五
条
の
七 

事
業
者
は
、
作
業
構
台
の
組
立
て
、
解
体
又
は
変
更

の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五
百
七
十
五
条
の
七 

事
業
者
は
、
作
業
構
台
の
組
立
て
、
解
体
又
は
変
更

の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

組
立
て
、
解
体
又
は
変
更
の
作
業
を
行
う
区
域
内
に
当
該
作
業
に
関
係

す
る
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す

い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
こ
と
。 

二 

組
立
て
、
解
体
又
は
変
更
の
作
業
を
行
う
区
域
内
に
は
、
関
係
労
働
者

以
外
の
労
働
者
の
立
入
り
を
禁
止
す
る
こ
と
。 

三
・
四 

（
略
） 

三
・
四 

（
略
） 

 
 

（
降
雨
時
の
措
置
） 

（
降
雨
時
の
措
置
） 

第
五
百
七
十
五
条
の
十
二 

事
業
者
は
、
土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工

事
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
降
雨
が
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
土
石
流
が

発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
監
視
人
の
配
置
等
土
石
流
の
発
生
を
早

期
に
把
握
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
速
や

か
に
作
業
を
中
止
し
、
作
業
に
従
事
す
る
者
を
安
全
な
場
所
に
退
避
さ
せ
た

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
五
百
七
十
五
条
の
十
二 

事
業
者
は
、
土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工

事
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
降
雨
が
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
土
石
流
が

発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
監
視
人
の
配
置
等
土
石
流
の
発
生
を
早

期
に
把
握
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
速
や

か
に
作
業
を
中
止
し
、
労
働
者
を
安
全
な
場
所
に
退
避
さ
せ
た
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。 

 
 

（
退
避
） 

（
退
避
） 

第
五
百
七
十
五
条
の
十
三 

事
業
者
は
、
土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工

事
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
土
石
流
に
よ
る
労
働
災
害
発
生
の
急
迫

第
五
百
七
十
五
条
の
十
三 

事
業
者
は
、
土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工

事
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
土
石
流
に
よ
る
労
働
災
害
発
生
の
急
迫



し
た
危
険
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
作
業
を
中
止
し
、
作
業
に
従
事
す
る
者

を
安
全
な
場
所
に
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

し
た
危
険
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
作
業
を
中
止
し
、
労
働
者
を
安
全
な
場

所
に
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
警
報
用
の
設
備
） 

（
警
報
用
の
設
備
） 

第
五
百
七
十
五
条
の
十
四 

事
業
者
は
、
土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工

事
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
土
石
流
が
発
生
し
た
場
合
に
当
該
作
業
に
関
係

す
る
者
に
こ
れ
を
速
や
か
に
知
ら
せ
る
た
め
の
サ
イ
レ
ン
、
非
常
ベ
ル
等
の

警
報
用
の
設
備
を
設
け
、
当
該
作
業
に
関
係
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
設
置
場

所
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五
百
七
十
五
条
の
十
四 

事
業
者
は
、
土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工

事
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
土
石
流
が
発
生
し
た
場
合
に
関
係
労
働
者
に
こ

れ
を
速
や
か
に
知
ら
せ
る
た
め
の
サ
イ
レ
ン
、
非
常
ベ
ル
等
の
警
報
用
の
設

備
を
設
け
、
関
係
労
働
者
に
対
し
、
そ
の
設
置
場
所
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
 

（
避
難
用
の
設
備
） 

（
避
難
用
の
設
備
） 

第
五
百
七
十
五
条
の
十
五 

事
業
者
は
、
土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工

事
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
土
石
流
が
発
生
し
た
場
合
に
作
業
に
従
事
す
る

者
を
安
全
に
避
難
さ
せ
る
た
め
の
登
り
桟
橋
、
は
し
ご
等
の
避
難
用
の
設
備

を
適
当
な
箇
所
に
設
け
、
当
該
作
業
に
関
係
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
設
置
場

所
及
び
使
用
方
法
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五
百
七
十
五
条
の
十
五 

事
業
者
は
、
土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工

事
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
土
石
流
が
発
生
し
た
場
合
に
労
働
者
を
安
全
に

避
難
さ
せ
る
た
め
の
登
り
桟
橋
、
は
し
ご
等
の
避
難
用
の
設
備
を
適
当
な
箇

所
に
設
け
、
関
係
労
働
者
に
対
し
、
そ
の
設
置
場
所
及
び
使
用
方
法
を
周
知

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
 

（
避
難
の
訓
練
） 

（
避
難
の
訓
練
） 

第
五
百
七
十
五
条
の
十
六 

事
業
者
は
、
土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工

事
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
土
石
流
が
発
生
し
た
と
き
に
備
え
る
た
め
、
当

該
作
業
に
関
係
す
る
者
に
対
し
、
工
事
開
始
後
遅
滞
な
く
一
回
、
及
び
そ
の

後
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
避
難
の
訓
練
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五
百
七
十
五
条
の
十
六 

事
業
者
は
、
土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工

事
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
土
石
流
が
発
生
し
た
と
き
に
備
え
る
た
め
、
関

係
労
働
者
に
対
し
、
工
事
開
始
後
遅
滞
な
く
一
回
、
及
び
そ
の
後
六
月
以
内

ご
と
に
一
回
、
避
難
の
訓
練
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 
２ 
（
略
） 

 



  

（
ボ
イ
ラ
ー
及
び
圧
力
容
器
安
全
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 
ボ
イ
ラ
ー
及
び
圧
力
容
器
安
全
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 



  

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

（
ボ
イ
ラ
ー
室
の
出
入
口
） 

（
ボ
イ
ラ
ー
室
の
出
入
口
） 

第
十
九
条 

事
業
者
は
、
ボ
イ
ラ
ー
室
に
は
、
二
以
上
の
出
入
口
を
設
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ボ
イ
ラ
ー
を
取
り
扱
う
者
が
緊
急
の
場
合
に
避

難
す
る
の
に
支
障
が
な
い
ボ
イ
ラ
ー
室
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
十
九
条 

事
業
者
は
、
ボ
イ
ラ
ー
室
に
は
、
二
以
上
の
出
入
口
を
設
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ボ
イ
ラ
ー
を
取
り
扱
う
労
働
者
が
緊
急
の
場
合

に
避
難
す
る
の
に
支
障
が
な
い
ボ
イ
ラ
ー
室
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。 

 
 

（
ボ
イ
ラ
ー
室
の
管
理
等
） 

（
ボ
イ
ラ
ー
室
の
管
理
等
） 

第
二
十
九
条 

事
業
者
は
、
ボ
イ
ラ
ー
室
の
管
理
等
に
つ
い
て
、
次
の
事
項
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
十
九
条 

事
業
者
は
、
ボ
イ
ラ
ー
室
の
管
理
等
に
つ
い
て
、
次
の
事
項
を

行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

ボ
イ
ラ
ー
室
そ
の
他
の
ボ
イ
ラ
ー
設
置
場
所
に
関
係
者
以
外
の
者
が
み

だ
り
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表

示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の

方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
場
所
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見

や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
。 

一 

ボ
イ
ラ
ー
室
そ
の
他
の
ボ
イ
ラ
ー
設
置
場
所
に
は
、
関
係
者
以
外
の
者

が
み
だ
り
に
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
見
や
す
い
箇

所
に
掲
示
す
る
こ
と
。 

二
～
五 

（
略
） 

二
～
五 

（
略
） 

六 

燃
焼
室
、
煙
道
等
の
れ
ん
が
に
割
れ
が
生
じ
、
又
は
ボ
イ
ラ
ー
と
れ
ん

が
積
み
と
の
間
に
隙
間
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
補
修
す
る
こ
と
。 

六 

燃
焼
室
、
煙
道
等
の
れ
ん
が
に
割
れ
が
生
じ
、
又
は
ボ
イ
ラ
ー
と
れ
ん

が
積
み
と
の
間
に
す
き
間
が
生
じ
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
補
修
す
る
こ

と
。 



 

（
ク
レ
ー
ン
等
安
全
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 
ク
レ
ー
ン
等
安
全
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 



 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

（
搭
乗
の
制
限
） 

（
搭
乗
の
制
限
） 

第
二
十
六
条 

事
業
者
は
、
ク
レ
ー
ン
を
使
用
す
る
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に

従
事
す
る
者
を
、
ク
レ
ー
ン
に
よ
り
運
搬
し
、
又
は
つ
り
上
げ
て
作
業
さ
せ

て
は
な
ら
な
い
。 

第
二
十
六
条 

事
業
者
は
、
ク
レ
ー
ン
に
よ
り
、
労
働
者
を
運
搬
し
、
又
は
労

働
者
を
つ
り
上
げ
て
作
業
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

第
二
十
七
条 

事
業
者
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
作
業
の
性
質
上
や

む
を
得
な
い
場
合
又
は
安
全
な
作
業
の
遂
行
上
必
要
な
場
合
は
、
ク
レ
ー
ン

の
つ
り
具
に
専
用
の
搭
乗
設
備
を
設
け
て
当
該
搭
乗
設
備
に
労
働
者
（
作
業

の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
労
働
者
及
び
当
該

請
負
人
）
を
乗
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
二
十
七
条 

事
業
者
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
作
業
の
性
質
上
や

む
を
得
な
い
場
合
又
は
安
全
な
作
業
の
遂
行
上
必
要
な
場
合
は
、
ク
レ
ー
ン

の
つ
り
具
に
専
用
の
と
う
乗
設
備
を
設
け
て
当
該
と
う
乗
設
備
に
労
働
者
を

乗
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
搭
乗
設
備
に
つ
い
て
は
、
墜
落
に
よ
る
危
険
を
防
止

す
る
た
め
次
の
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
と
う
乗
設
備
に
つ
い
て
は
、
墜
落
に
よ
る
労
働
者
の

危
険
を
防
止
す
る
た
め
次
の
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

搭
乗
設
備
の
転
位
及
び
脱
落
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

一 

と
う
乗
設
備
の
転
位
及
び
脱
落
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

二 

（
略
） 

二 

（
略
） 

三 

作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
は
、
当
該
請
負
人
に
対

し
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知

さ
せ
る
こ
と
。 

（
新
設
） 

四 

搭
乗
設
備
を
下
降
さ
せ
る
と
き
は
、
動
力
下
降
の
方
法
に
よ
る
こ
と
。 

三 

と
う
乗
設
備
を
下
降
さ
せ
る
と
き
は
、
動
力
下
降
の
方
法
に
よ
る
こ
と

。 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

 
 

（
立
入
禁
止
） 
（
立
入
禁
止
） 

第
二
十
八
条 

事
業
者
は
、
ケ
ー
ブ
ル
ク
レ
ー
ン
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き

は
、
巻
上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
若
し
く
は
横
行
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
が
通
つ
て

い
る
シ
ー
ブ
又
は
そ
の
取
付
け
部
の
破
損
に
よ
り
、
当
該
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
が

跳
ね
、
又
は
当
該
シ
ー
ブ
若
し
く
は
そ
の
取
付
具
が
飛
来
す
る
こ
と
に
よ
る

危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
内
角
側
で
、
当
該
危
険
を

生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者

第
二
十
八
条 

事
業
者
は
、
ケ
ー
ブ
ル
ク
レ
ー
ン
を
用
い
て
作
業
を
行
な
う
と

き
は
、
巻
上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
若
し
く
は
横
行
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
が
通
つ

て
い
る
シ
ー
ブ
又
は
そ
の
取
付
け
部
の
破
損
に
よ
り
、
当
該
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ

が
は
ね
、
又
は
当
該
シ
ー
ブ
若
し
く
は
そ
の
取
付
具
が
飛
来
す
る
こ
と
に
よ

る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
内
角
側
で
、

当
該
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な



 

が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る

こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

ら
な
い
。 

 
 

第
二
十
九
条 

事
業
者
は
、
ク
レ
ー
ン
に
係
る
作
業
を
行
う
場
合
で
あ
つ
て
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業

に
従
事
す
る
者
が
つ
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
荷
（
第
六
号
の
場
合
に
あ
つ
て
は

、
つ
り
具
を
含
む
。
）
の
下
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を

見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

第
二
十
九
条 

事
業
者
は
、
ク
レ
ー
ン
に
係
る
作
業
を
行
う
場
合
で
あ
つ
て
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
つ
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
荷
（

第
六
号
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
つ
り
具
を
含
む
。
）
の
下
に
労
働
者
を
立
ち

入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

一
～
六 

（
略
） 

一
～
六 

（
略
） 

 
 

（
組
立
て
等
の
作
業
） 

（
組
立
て
等
の
作
業
） 

第
三
十
三
条 

事
業
者
は
、
ク
レ
ー
ン
の
組
立
て
又
は
解
体
の
作
業
を
行
う
と

き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
十
三
条 

事
業
者
は
、
ク
レ
ー
ン
の
組
立
て
又
は
解
体
の
作
業
を
行
な
う

と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

当
該
作
業
を
行
う
区
域
に
当
該
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
立
ち

入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り

禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
区
域
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所

に
表
示
す
る
こ
と
。 

二 

作
業
を
行
な
う
区
域
に
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
が
立
ち
入
る
こ
と

を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
。 

三 

強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危

険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
を
行
わ
せ
な
い
こ
と
。 

三 

強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危

険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
な
い
こ
と

。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
 

（
搭
乗
の
制
限
） 
（
搭
乗
の
制
限
） 

第
七
十
二
条 

事
業
者
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
を
使
用
す
る
作
業
場
に
お
い
て

作
業
に
従
事
す
る
者
を
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
に
よ
り
運
搬
し
、
又
は
つ
り
上

げ
て
作
業
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

第
七
十
二
条 

事
業
者
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
に
よ
り
、
労
働
者
を
運
搬
し
、

又
は
労
働
者
を
つ
り
上
げ
て
作
業
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

第
七
十
三
条 

事
業
者
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
作
業
の
性
質
上
や

第
七
十
三
条 

事
業
者
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
作
業
の
性
質
上
や



 

む
を
得
な
い
場
合
又
は
安
全
な
作
業
の
遂
行
上
必
要
な
場
合
は
、
移
動
式
ク

レ
ー
ン
の
つ
り
具
に
専
用
の
搭
乗
設
備
を
設
け
て
当
該
搭
乗
設
備
に
労
働
者

（
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
労
働
者
及

び
当
該
請
負
人
）
を
乗
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

む
を
得
な
い
場
合
又
は
安
全
な
作
業
の
遂
行
上
必
要
な
場
合
は
、
移
動
式
ク

レ
ー
ン
の
つ
り
具
に
専
用
の
と
う
乗
設
備
を
設
け
て
当
該
と
う
乗
設
備
に
労

働
者
を
乗
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 
事
業
者
は
、
前
項
の
搭
乗
設
備
に
つ
い
て
は
、
墜
落
に
よ
る
労
働
者
の
危

険
を
防
止
す
る
た
め
次
の
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
と
う
乗
設
備
に
つ
い
て
は
、
墜
落
に
よ
る
労
働
者
の

危
険
を
防
止
す
る
た
め
次
の
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

搭
乗
設
備
の
転
位
及
び
脱
落
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

一 

と
う
乗
設
備
の
転
位
及
び
脱
落
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

二 

（
略
） 

二 

（
略
） 

三 

作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
は
、
当
該
請
負
人
に
対

し
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知

さ
せ
る
こ
と
。 

（
新
設
） 

四 

搭
乗
設
備
と
搭
乗
者
と
の
総
重
量
の
一
・
三
倍
に
相
当
す
る
重
量
に
五

百
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
加
え
た
値
が
、
当
該
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
定
格
荷
重
を

こ
え
な
い
こ
と
。 

三 

と
う
乗
設
備
と
と
う
乗
者
と
の
総
重
量
の
一
・
三
倍
に
相
当
す
る
重
量

に
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
加
え
た
値
が
、
当
該
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
定
格
荷

重
を
こ
え
な
い
こ
と
。 

五 

搭
乗
設
備
を
下
降
さ
せ
る
と
き
は
、
動
力
下
降
の
方
法
に
よ
る
こ
と
。 

四 

と
う
乗
設
備
を
下
降
さ
せ
る
と
き
は
、
動
力
下
降
の
方
法
に
よ
る
こ
と

。 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

 
 

（
立
入
禁
止
） 

（
立
入
禁
止
） 

第
七
十
四
条 

事
業
者
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
に
係
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、

当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が
当
該
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
上

部
旋
回
体
と
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に

立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ

と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
七
十
四
条 

事
業
者
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
に
係
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、

当
該
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
上
部
旋
回
体
と
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に

危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な

い
。 

 
 

第
七
十
四
条
の
二 

事
業
者
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
に
係
る
作
業
を
行
う
場
合

で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
作
業
場
に

お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が
つ
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
荷
（
第
六
号
の
場
合

に
あ
つ
て
は
、
つ
り
具
を
含
む
。
）
の
下
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁

止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
七
十
四
条
の
二 

事
業
者
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
に
係
る
作
業
を
行
う
場
合

で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
つ
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
荷
（
第
六
号
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
つ
り
具
を
含
む
。
）
の
下
に
労

働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。 



 

一
～
六 

（
略
） 

一
～
六 

（
略
） 

 
 

（
ジ
ブ
の
組
立
て
等
の
作
業
） 

（
ジ
ブ
の
組
立
て
等
の
作
業
） 

第
七
十
五
条
の
二 

事
業
者
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
ジ
ブ
の
組
立
て
又
は
解

体
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
七
十
五
条
の
二 

事
業
者
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
ジ
ブ
の
組
立
て
又
は
解

体
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

当
該
作
業
を
行
う
区
域
に
当
該
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
立
ち

入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り

禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
区
域
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所

に
表
示
す
る
こ
と
。 

二 

作
業
を
行
う
区
域
に
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を

禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
。 

三 

強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危

険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
を
行
わ
せ
な
い
こ
と
。 

三 

強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危

険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
な
い
こ
と

。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
 

（
搭
乗
の
制
限
） 

（
搭
乗
の
制
限
） 

第
百
十
二
条 

事
業
者
は
、
デ
リ
ッ
ク
を
使
用
す
る
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に

従
事
す
る
者
を
、
デ
リ
ッ
ク
に
よ
り
運
搬
し
、
又
は
つ
り
上
げ
て
作
業
さ
せ

て
は
な
ら
な
い
。 

第
百
十
二
条 

事
業
者
は
、
デ
リ
ッ
ク
に
よ
り
、
労
働
者
を
運
搬
し
、
又
は
労

働
者
を
つ
り
上
げ
て
作
業
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

第
百
十
三
条 

事
業
者
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
作
業
の
性
質
上
や

む
を
得
な
い
場
合
又
は
安
全
な
作
業
の
遂
行
上
必
要
な
場
合
は
、
デ
リ
ッ
ク

の
つ
り
具
に
専
用
の
搭
乗
設
備
を
設
け
て
当
該
搭
乗
設
備
に
労
働
者
（
作
業

の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
労
働
者
及
び
当
該

請
負
人
）
を
乗
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
百
十
三
条 

事
業
者
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
作
業
の
性
質
上
や

む
を
得
な
い
場
合
又
は
安
全
な
作
業
の
遂
行
上
必
要
な
場
合
は
、
デ
リ
ツ
ク

の
つ
り
具
に
専
用
の
と
う
乗
設
備
を
設
け
て
当
該
と
う
乗
設
備
に
労
働
者
を

乗
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

（
略
） 

２ 
（
略
） 

 
 

（
立
入
禁
止
） 

（
立
入
禁
止
） 

第
百
十
四
条 

事
業
者
は
、
デ
リ
ッ
ク
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
巻
上

げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
若
し
く
は
起
伏
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
が
通
つ
て
い
る
シ
ー

第
百
十
四
条 

事
業
者
は
、
デ
リ
ツ
ク
を
用
い
て
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
巻

上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
若
し
く
は
起
伏
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
が
通
つ
て
い
る
シ



 

ブ
又
は
そ
の
取
付
け
部
の
破
損
に
よ
り
、
当
該
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
が
跳
ね
、
又

は
当
該
シ
ー
ブ
若
し
く
は
そ
の
取
付
具
が
飛
来
す
る
こ
と
に
よ
る
危
険
を
防

止
す
る
た
め
、
当
該
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
内
角
側
で
、
当
該
危
険
を
生
ず
る
お

そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が
立
ち
入

る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の

他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

ー
ブ
又
は
そ
の
取
付
け
部
の
破
損
に
よ
り
、
当
該
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
が
は
ね
、

又
は
当
該
シ
ー
ブ
若
し
く
は
そ
の
取
付
具
が
飛
来
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者

の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
内
角
側
で
、
当
該
危
険

を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

第
百
十
五
条 
事
業
者
は
、
デ
リ
ッ
ク
に
係
る
作
業
を
行
う
場
合
で
あ
つ
て
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業

に
従
事
す
る
者
が
つ
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
荷
（
第
六
号
の
場
合
に
あ
つ
て
は

、
つ
り
具
を
含
む
。
）
の
下
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を

見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

第
百
十
五
条 

事
業
者
は
、
デ
リ
ッ
ク
に
係
る
作
業
を
行
う
場
合
で
あ
つ
て
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
つ
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
荷
（

第
六
号
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
つ
り
具
を
含
む
。
）
の
下
に
労
働
者
を
立
ち

入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

一
～
六 

（
略
） 

一
～
六 

（
略
） 

 
 

（
組
立
て
等
の
作
業
） 

（
組
立
て
等
の
作
業
） 

第
百
十
八
条 

事
業
者
は
、
デ
リ
ッ
ク
の
組
立
て
又
は
解
体
の
作
業
を
行
う
と

き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
百
十
八
条 

事
業
者
は
、
デ
リ
ツ
ク
の
組
立
て
又
は
解
体
の
作
業
を
行
な
う

と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

当
該
作
業
を
行
う
区
域
に
当
該
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
立
ち

入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り

禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
区
域
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所

に
表
示
す
る
こ
と
。 

二 

作
業
を
行
な
う
区
域
に
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
が
立
ち
入
る
こ
と

を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
。 

三 

強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危

険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
を
行
わ
せ
な
い
こ
と
。 
三 

強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危

険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
な
い
こ
と

。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
 

（
組
立
て
等
の
作
業
） 

（
組
立
て
等
の
作
業
） 

第
百
五
十
三
条 

事
業
者
は
、
屋
外
に
設
置
す
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
昇
降
路
塔

第
百
五
十
三
条 

事
業
者
は
、
屋
外
に
設
置
す
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
昇
降
路
塔



 

又
は
ガ
イ
ド
レ
ー
ル
支
持
塔
の
組
立
て
又
は
解
体
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、

次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

又
は
ガ
イ
ド
レ
ー
ル
支
持
塔
の
組
立
て
又
は
解
体
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は

、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

当
該
作
業
を
行
う
区
域
に
当
該
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
立
ち

入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り

禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
区
域
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所

に
表
示
す
る
こ
と
。 

二 

作
業
を
行
な
う
区
域
に
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
が
立
ち
入
る
こ
と

を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
。 

三 

強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危

険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
を
行
わ
せ
な
い
こ
と
。 

三 

強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危

険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
な
い
こ
と

。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
 

（
搭
乗
の
制
限
） 

（
と
う
乗
の
制
限
） 

第
百
八
十
六
条 

事
業
者
は
、
建
設
用
リ
フ
ト
を
使
用
す
る
作
業
場
に
お
い
て

作
業
に
従
事
す
る
者
を
建
設
用
リ
フ
ト
の
搬
器
に
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
建
設
用
リ
フ
ト
の
修
理
、
調
整
、
点
検
等
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お

い
て
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
者
に
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
措
置
を

講
ず
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
百
八
十
六
条 

事
業
者
は
、
建
設
用
リ
フ
ト
の
搬
器
に
労
働
者
を
乗
せ
て
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
建
設
用
リ
フ
ト
の
修
理
、
調
整
、
点
検
等
の
作
業
を

行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
危
険
を
生
ず
る

お
そ
れ
の
な
い
措
置
を
講
ず
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

前
項
の
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
場

合
を
除
き
、
建
設
用
リ
フ
ト
の
搬
器
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

労
働
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
を
除
き
、
建
設
用
リ
フ
ト
の
搬
器
に

乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

（
立
入
禁
止
） 

（
立
入
禁
止
） 

第
百
八
十
七
条 

事
業
者
は
、
建
設
用
リ
フ
ト
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は

、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が
次
の
場
所
に
立
ち
入
る
こ

と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の

方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
百
八
十
七
条 

事
業
者
は
、
建
設
用
リ
フ
ト
を
用
い
て
作
業
を
行
な
う
と
き

は
、
次
の
場
所
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

一 

建
設
用
リ
フ
ト
の
搬
器
の
昇
降
に
よ
つ
て
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ

る
箇
所 

一 

建
設
用
リ
フ
ト
の
搬
器
の
昇
降
に
よ
つ
て
労
働
者
に
危
険
を
生
ず
る
お

そ
れ
の
あ
る
箇
所 

二 

建
設
用
リ
フ
ト
の
巻
上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
内
角
側
で
、
当
該
ワ
イ

ヤ
ロ
ー
プ
が
通
つ
て
い
る
シ
ー
ブ
又
は
そ
の
取
付
け
部
の
破
損
に
よ
り
、

二 

建
設
用
リ
フ
ト
の
巻
上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
内
角
側
で
、
当
該
ワ
イ

ヤ
ロ
ー
プ
が
通
つ
て
い
る
シ
ー
ブ
又
は
そ
の
取
付
け
部
の
破
損
に
よ
り
、



 

当
該
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
が
跳
ね
、
又
は
当
該
シ
ー
ブ
若
し
く
は
そ
の
取
付
具

が
飛
来
す
る
こ
と
に
よ
り
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所 

当
該
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
が
は
ね
、
又
は
当
該
シ
ー
ブ
若
し
く
は
そ
の
取
付
具

が
飛
来
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所 

 
 

（
組
立
て
等
の
作
業
） 

（
組
立
て
等
の
作
業
） 

第
百
九
十
一
条 

事
業
者
は
、
建
設
用
リ
フ
ト
の
組
立
て
又
は
解
体
の
作
業
を

行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
百
九
十
一
条 

事
業
者
は
、
建
設
用
リ
フ
ト
の
組
立
て
又
は
解
体
の
作
業
を

行
な
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

当
該
作
業
を
行
う
区
域
に
当
該
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
立
ち

入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り

禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
区
域
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所

に
表
示
す
る
こ
と
。 

二 

作
業
を
行
な
う
区
域
に
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
が
立
ち
入
る
こ
と

を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
。 

三 

強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危

険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
を
行
わ
せ
な
い
こ
と
。 

三 

強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危

険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
な
い
こ
と

。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
 

（
搭
乗
の
制
限
） 

（
と
う
乗
の
制
限
） 

第
二
百
七
条 

事
業
者
は
、
簡
易
リ
フ
ト
を
使
用
す
る
作
業
場
に
お
い
て
作
業

に
従
事
す
る
者
を
簡
易
リ
フ
ト
の
搬
器
に
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

簡
易
リ
フ
ト
の
修
理
、
調
整
、
点
検
等
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当

該
作
業
に
従
事
す
る
者
に
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
措
置
を
講
ず
る
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
二
百
七
条 

事
業
者
は
、
簡
易
リ
フ
ト
の
搬
器
に
労
働
者
を
乗
せ
て
は
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
簡
易
リ
フ
ト
の
修
理
、
調
整
、
点
検
等
の
作
業
を
行
な
う

場
合
に
お
い
て
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ

の
な
い
措
置
を
講
ず
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

前
項
の
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
場

合
を
除
き
、
簡
易
リ
フ
ト
の
搬
器
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。 
２ 

労
働
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
を
除
き
、
簡
易
リ
フ
ト
の
搬
器
に
乗

つ
て
は
な
ら
な
い
。 

 



 

（
ゴ
ン
ド
ラ
安
全
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 
ゴ
ン
ド
ラ
安
全
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 



 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

（
立
入
禁
止
） 

（
立
入
禁
止
） 

第
十
八
条 

事
業
者
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
を
使
用
し
て
作
業
を
行
つ
て
い
る
箇
所
の

下
方
に
関
係
者
以
外
の
者
が
み
だ
り
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す

る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る

と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
箇
所
が
立

入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
八
条 

事
業
者
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
を
使
用
し
て
作
業
を
行
な
つ
て
い
る
箇
所

の
下
方
に
は
関
係
労
働
者
以
外
の
者
が
み
だ
り
に
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
し

、
か
つ
、
そ
の
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 



  
 

 

附 

則 

 

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


